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平成３１年第１回 

美唄市議会定例会会議録 

平成３１年３月８日（金曜日） 

午前１０時００分 開議 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

 

◎出席議員（１３名） 

  議 長  小 関 勝 教 君 

  副議長  土 井 敏 興 君 

   １番  丸 山 文 靖 君 

   ２番  吉 岡 建二郎 君 

３番  松 山 教 宗 君 

４番  川 上 美 樹 君 

５番  楠   徹 也 君 

   ７番  本 郷 幸 治 君 

   ８番  吉 岡 文 子 君 

９番  山 崎 一 広 君 

10番  桜 井 龍 雄 君 

   11番  谷 村 知 重 君 

   13番  金 子 義 彦 君 

 

◎出席説明員 

市     長  髙 橋 幹 夫 君 

副  市  長  藤 井 英 昭 君 

総 務 部 長  中 平 匡 司 君 

 市 民 部 長  松 田 公 史 君 

保健福祉部長兼福祉事務所長  平 泉 宮 子 君 

 経 済 部 長  市 川 厚 記 君 

 都市整備部長  西 尾   正 君 

 市立美唄病院事務局長  小 橋 一 夫 君 

 消  防  長  相 馬 一 司 君 

 総務部総務課長  村 上 孝 徳 君 

 総務部総務課長補佐  置 田 孝 浩 君 

 

 教育委員会教育長  星 野 恒 徳 君 

 教育委員会教育部長  森 川   治 君 

 

 選挙管理委員会委員長  高 田   豊 君 

 選挙管理委員会事務局長 （村 上 孝 徳 君） 

 

 農業委員会会長  今 田 邦 彦 君 

 農業委員会事務局長  佐々木   武 君 

 

 監 査 委 員  後 藤 樹 人 君 

監査事務局長  永 森 峰 生 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  三 上   忠 君 

 次     長  門 田 昌 之 君 

 

午前１０時００分 開議 

●議長小関勝教君 これより、本日の会議を

開きます。 

 

●議長小関勝教君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。 

10番 桜井龍雄議員、 

11番 谷村知重議員 

を指名いたします。 

 

●議長小関勝教君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。 

 発言通告により、順次、発言を許します。 

 11番、谷村知重議員。 

●11番谷村知重議員（登壇） 平成31年第１
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回定例会にあたり、大綱２点につきまして、

市長並びに教育長にお伺いいたします。 

 大綱１点目は、観光・交流施設等について

であります。 

 本市には多くの観光資源が存在しており、

これらを活用したまちづくりに奔走している

ところでありますが、人口減少という大きな

社会現象に立ち向かう妙案も少なく、各自治

体においても、苦戦を強いられている状況か

と思います。 

 しかし、そこに手をこまねくわけにはいか

ず、適切な検討・対応が必要なわけでありま

す。 

 そこで１つ目に、交流拠点施設についてで

あります。 

 １つに、ピパの湯ゆ～りん館の利用状況と

今後についてでありますが、平成15年のオー

プン当初から、市内外をはじめ、最近では外

国人の利用も増えてきていると伺っていると

ころではありますが、これまでの利用状況と

ここ２年ほどの利用状況について伺うととも

に、昨年オープンした新館ＡＮＮＥＸの利用

状況について、あわせて伺います。 

 また、近隣の温泉施設等につきましては、

経年からのリニューアルや新形態での宿泊施

設整備、特にグランピングを取り入れたリニ

ューアルオープンなどの情報も数多く聞かれ

る昨今であり、にぎわいを取り戻しているも

のとも伺っているところであります。 

 ゆ～りん館は、オープンから15年が経過し

た施設でありますので、施設の状況と今後の

リニューアル等の施設改修の考え方、また、

利用者増に向けた考え方について伺います。 

 ２つに、隣接するパークゴルフ場の利用状

況と今後についてであります。 

 北海道幕別町が発祥とされるパークゴルフ

でありますが、当時は北海道内の各自治体が、

それぞれのまちづくりを進める目的でパーク

ゴルフ場造成を競い合ったとも言われており

ますが、本市におきましても、温泉施設に隣

接した形で整備されています。 

 幅広い世代で、気軽に楽しくプレーができ、

近年では、高齢化社会が急速に進行し、特に、

中高年世代の健康志向と趣味などに活きる、

充実した老後に対する関心は非常に高く、パ

ークゴルフが、その意味で１つの役割を果た

しているものと評価される一方、新たなプレ

ーヤー人口の伸びが鈍化していると聞き及ん

でおります。 

 平成26年にはコースを増設して４コース、

36ホールでの運営となり、公式大会の誘致に

も力を注ぐとのことでありましたが、施設の

利用状況と今後の利用者増に向けた考え方を

伺います。 

 ２つ目は、国設スキー場についてでありま

す。 

 １つに、利用状況と今後についてでありま

すが、少子化やゆとり教育がもたらしたのか

はわかりませんが、一時、学校教育からスキ

ー授業が先細りし、スキー人口が大幅に減少

し、近隣市町でも、スキー場が閉鎖に追い込

まれるといった時期がありましたが、最近に

おいても、栗山町をはじめ、歌市内のスキー

場についても、連日、新聞報道がされている

状況にあります。 

 特に、中空知管内の小中学校でのスキー授

業の受け入れが多かった歌志内のスキー場が

休止することで、美唄市のスキー場を検討す
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る学校もあるとの情報もあります。 

 そこで、国設スキー場の過去２年の利用状

況と、これらの状況を踏まえ、集客に向けた

今後の考え方を伺います。 

 また、１月にスキー場が休業となった経緯

についても、あわせて伺います。 

 ２つに、スキー場の施設整備の考え方につ

いてであります。 

 私は、これまでにもスキー場の施設整備の

必要性を質問してきましたが、先ほど述べた

ように、近隣スキー場の状況や、何より本市

のスキー場に各種大会等で初めて訪れた方々

からは、一様に「美唄にこのようなすばらし

いスキー場があったのか」と、絶賛の声が多

く寄せられているということであります。 

 しかし、レストハウスの老朽化により食事

の提供ができなくなり、現在は管理棟におい

て、運営管理者であるアンビックスに、ごく

限られた食事の提供をしていただいているも

のの、利用者の声としては、食事提供場所の

常設を望んでいると伺っております。 

 また、長年の悲願でありました道道美唄富

良野線につきましても、2022年開通とのこと

であり、これらを踏まえた中で、観光交流施

設として、今後の施設整備の考え方を伺うと

ともに、スキー場ゲレンデ整備に欠かすこと

のできない圧雪車の状況等についても伺いま

す。 

 大綱の２点目は、教育行政についてであり

ます。 

 １つ目に、児童生徒の体力向上についてで

あります。 

 １つに、全国体力・運動能力・運動習慣調

査についてでありますが、北海道の児童生徒

の体力については、古くから全国平均を下回

っていると承知しております。これは、北海

道特有の冬場の降雪や寒さなどから、野外で

の運動量が減ったり、人口密度の低い地方ほ

ど、子どもたちだけで外で遊ぶことが難しか

ったりと、諸説さまざまではありますが、本

市の児童生徒の結果について伺います。 

 ２つに、各学校における体力向上に向けた

一校一実践の実施による特色ある体育授業の

状況について伺います。 

 また、北海道教育委員会がまとめた全国体

力テストの結果から、全道の14の振興局の数

字を見ると、檜山、十勝、釧路管内において

は全国平均を上回っていますが、やや同等の

結果となっていることから、先に述べたよう

に、雪も少なくやや温暖な檜山管内、スケー

トを中心とした冬場の運動量の確保といった

ものが調査結果に表れているものかと感じる

ところであります。 

 そこで、本市での冬場のスキー授業の実施

状況についても、あわせて伺います。 

 ２つ目は、小中学校での携帯電話・スマー

トフォンの扱いについてであります。 

 小中学生の携帯電話・スマートフォンの普

及率が６割から７割までに高まっているとの

報道に驚いているのは私だけではないかと思

いますが、世の中の実態として受け止めなけ

ればならないのかと思うところであります。 

 子どもたちの携帯やスマホが起因するいじ

めや友人とのトラブル、そして命にかかわる

事件・事故も大きな社会問題となっています。

家庭や学校、そして地域や私たち大人が、そ

の正しい使い方等を伝えなければならないの

かと思うところでもあります。 
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 そこで１つに、市内各学校での携帯電話・

スマートフォンの持ち込みの実態について伺

います。 

 ２つに、文部科学省の持ち込みを原則禁止

とした通知の見直しについてであります。 

 柴山昌彦文部科学大臣は、２月19日の閣議

後、記者会見で、小中学校への携帯電話・ス

マートフォンを持ち込むことを原則禁止とし

た2009年の文科省通知を見直すことを明らか

にしましたが、本市教育委員会としての対応

について伺います。 

 ３つ目に、学校適正配置についてでありま

す。全国的な少子化の波は大きな社会問題で

あり、将来の日本を揺るがす大きな問題とな

っております。 

 美唄市においても、少子化と人口減少が著

しい状況が続いており、これまでに多くの学

校が統廃合を余儀なくされ、これからにおい

ても、小中学校の統廃合が予定されていると

ころでありますが、市内での新生児の状況と

各学校の見通しについて伺います。 

 また、各小中学校の建物の状況と改修計画

についてあわせて伺い、この場からの質問を

終わります。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 谷村議員の質問

にお答えいたします。 

 初めに、観光・交流施設等について、交流

拠点施設についてでありますが、ゆ～りん館

の利用状況につきましては、平成15年12月の

オープン以来、今年２月末までに約340万人の

方にご利用いただいており、本市の観光交流

の核として、大きな役割を果たしているとこ

ろであります。 

 過去２年間の宿泊、宴会、日帰りを合わせ

た総入館者数は、平成28年度で17万724人、平

成29年度が17万121人となっており、当初目標

の20万人を下回っている状況でございます。 

 また、昨年４月にオープンいたしました新

館ＡＮＮＥＸにつきましては、今年２月末ま

でに1,607人の宿泊があり、休館日を除いた日

の平均客室稼働率につきましては、約45％と

なっているところであります。 

 施設の整備につきましては、整備計画を立

てて、温泉設備、浴室内装、厨房設備などの

更新や改修を適宜実施しているところであり

ますが、建物本体と内装は特に傷んでいる箇

所もないことから、リニューアル等の改修に

つきましては、現在のところ、考えていない

ところであります。 

 今後の利用者増に向けた取り組みにつきま

しては、新館ＡＮＮＥＸのオープンにより、

一人旅や家族旅行など、利用人数や目的に応

じた多様な宿泊ニーズにも対応できることや、

サイクルツーリズムの拠点としての活用を提

案するなど、指定管理者や観光物産協会など

と連携をしながら、広くＰＲを図ってまいり

たいと考えているところであります。 

 次に、パークゴルフ場につきましては、平

成17年のオープン以来、今年度までに約27万

人の利用があり、過去２年の状況につきまし

ては、平成28年度では１万3,169人、平成29

年度では、１万1,968人の利用者数となってお

ります。 

 また、大会の開催につきましては、８月９

日のパークの日記念大会のほか、美唄パーク

ゴルフ協会主催によるものが、年間８回程度

開催されており、その中には、市外から参加
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可能な大会もあるものの、全道規模の大会は

実施されていないところであります。 

 今後の利用者増に向けた取り組みにつきま

しては、平成26年度から36ホールに増設いた

しましたので、主な公式大会の開催も可能な

施設となっており、指定管理者や美唄パーク

ゴルフ協会のご協力をいただきながら、魅力

あるコースとして、大きな大会が開催できる

よう、広くＰＲに努めてまいりたいと考えて

いるところであります。 

 次に、国設スキー場について、スキー場の

利用状況と今後についてでありますが、過去

２年間の利用状況につきましては、平成28年

度が15万1,874人、平成29年度が14万9,302人

となっており、年々利用者が減少傾向で推移

しているところであります。 

 最近、スキー場の運営に関して、新聞等で

も多く目にするところでございますけれども、

空知管内では、歌志内のスキー場が本年２月

末日から休止したほか、栗山町では、今季は

休業し、存廃を検討していると承知している

ところであります。 

 今後、これらの影響により、他市町村から

の利用者や小中学校におけるスキー授業など

で、美唄市のスキー場の活用が予想されると

ころでありますが、受け入れなどにつきまし

ては、今後の交流人口の増加を図るため、指

定管理者と協議しながら積極的に行ってまい

りたいと考えているところであります。 

 次に、利用者への食事の提供についてであ

りますが、現在、管理棟におきまして、土日・

祝日、イベント時にゆ～りん館で調理してお

りますビーフカレーやかけそばなどの軽食を

午前11時から午後１時半までの２時間半の営

業で行い、利用者へ提供しているところであ

りますが、提供数には限りがあることから、

希望されるすべての利用者に十分対応できな

いため、今後、指定管理者と食事提供のあり

方につきまして、協議検討を行ってまいりた

いと考えているところであります。 

 次に、休業となった経過につきましては、

本年１月８日未明に、ゲレンデ整備中に圧雪

車が故障し、修理に時間を要することから、

未圧雪のままでの営業は、利用者への安全を

確保することが困難であると判断し、やむを

得ず11日から23日までの13日間の休業を決定

したところであります。 

 次に、道道美唄富良野線の開通を見据えた

今後の施設整備の考え方につきましては、本

年２月27日に東美唄トンネル、これは約650

メートルあるわけでございますけれども、こ

の貫通式が行われ、道道の2022年度の完成に

向けた整備促進が期待されているところであ

ります。 

 このことに伴い、多くの観光客などの利用

に期待が寄せられるところでありますが、冬

の観光交流施設の重要な拠点として維持して

いくためにも、スキー場設備でありますリフ

トなどの老朽化に伴う計画修繕を継続的に行

っていくとともに、レストハウスや管理棟を

含めた施設整備のあり方につきまして、検討

してまいりたいと考えているところでありま

す。 

 次に、圧雪車につきましては、平成７年度

から２台体制でゲレンデ整備を行っておりま

したが、平成元年度に導入いたしました車両

は耐用年数を大幅に超え、老朽化が著しく修

理ができない状況から、ここ数年のゲレンデ
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整備は、平成24年度に導入した１台で行って

いる状況でありました。 

 しかしながら、本年１月、ゲレンデ整備中

に圧雪車が故障し、やむを得ず休業となった

ことにより、多くの利用者の皆様方にご不便

をおかけしたことから、今後におきましては、

安全で快適なゲレンデ環境を確保するため、

ゲレンデ整備は２台体制で行う必要があり、

今定例会で、補正予算として、平成元年度に

導入した車両の更新経費について上程をさせ

ていただいているところであります。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君（登壇） 谷村議員の質

問にお答えいたします。 

 初めに、全国体力・運動能力・運動習慣調

査についてでありますが、この調査は、子ど

もの体力・運動能力等が低下している状況に

鑑み、平成20年度より、全国の小学５年生、

中学２年生全員を対象に行われている体力・

運動テストであります。 

 国が把握・分析した結果は、全国平均のほ

か、都道府県別に公表され、教育委員会は、

この結果をもとに、児童生徒の体力向上に係

る施策を推進するとともに、各学校は、この

調査結果を継続的に把握・分析し、児童生徒

の体力・健康等に対する指導・改善に役立て

るものであります。 

 調査内容は、握力、上体起こし、長座体前

屈、反復横跳び、20メートルシャトルラン、

50メートル走、立ち幅跳び、ソフトボール投

げの８種目の調査を実施し、中学校では、２

年生を対象にソフトボール投げをハンドボー

ル投げにかえ、８種目を毎年実施しておりま

す。 

 今年度の本市の調査結果につきましては、

全国・全道と比べますと、小学５年男子は、

全国・全道と差が３ポイント未満で「ほぼ同

様」であり、小学５年女子は、全国・全道と

差が１ポイント未満で「同様」、中学２年男子

は、全国・全道と差が５ポイント未満で「や

や低く」、中学２年女子は、全国より差が５ポ

イント以上低く、全道より５ポイント未満で

「やや低く」なっております。 

 次に、一校一実践の取り組みについてであ

りますが、本市の児童生徒は、握力やソフト

ボール投げなどの瞬発力を要する実技におい

ては全国を上回っておりますが、20メートル

シャトルランや長座体前屈などの持久力、柔

軟性に課題を持つ結果となっており、これら

課題を克服すべく、縄跳びや一輪車の実技を

積極的に取り入れたり、校舎周辺にパークゴ

ルフ場的な環境を整備している学校や、近隣

の大学と連携し、年間を通じて、朝の短時間

で、体育館で効率的に筋力と持久力の向上が

期待できるサーキット運動に取り組んでいる

学校もあり、この取り組みは、年々少しずつ

成果を上げているところでございます。 

 また、美唄市チャレンジデーや北海道教育

委員会が主催する「どさん子元気アップチャ

レンジ」への参加を奨励するとともに、すべ

ての学校においても、冬場の体力づくりや地

域の特色を活かしたスキー授業を積極的に取

り入れ、スポーツによる体力・健康づくりの

醸成を図っているところであり、今後とも学

校と連携し、さまざまな取り組みを通じて、

児童生徒の体力・運動能力の向上に努めてま

いりたいと考えております。 

 次に、携帯電話・スマートフォンの学校へ
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の持ち込みの状況についてでございますが、

本市の小中学校への持ち込みにつきましては、

校則などの明確化されたものはありませんが、

市内すべての小中学校では、携帯電話等は授

業に必要ないものとしており、基本として、

携帯電話・スマートフォンを学校に持ってこ

ないという指導と、保護者への協力を依頼し

ているところでございますが、放課後の習い

事や少年団活動などで必要な場合や、防犯・

災害時用として位置情報付きの携帯電話等を

持たせたい保護者には、学校に申し出ること

によって持ち込みを承認しており、その場合

は、下校まで職員室で保管する学校や、放課

後まで使用しない条件で持ち込みを認めてい

る学校があるところでございます。 

 文部科学省の見直しの方針についてであり

ますが、文部科学省では、平成21年に原則禁

止の通知を出していましたが、緊急時にだけ

使用を認めるなどの利用制限を付した大阪府

のガイドラインや、携帯等の所持率が上がっ

ていること及び緊急時に連絡が取れないこと

を不安に思う保護者が多いことなどの社会情

勢を踏まえ、原則禁止とした通知の緩和を含

め、見直す考えを示したところでございます。 

 一方、携帯・スマートフォンは使用方法に

より、いじめやネットトラブルにつながる危

険性があることから、教育委員会といたしま

しては、市内小中学校の現状や文部科学省か

らの通知などの動向を注視しつつ、原則禁止

の緩和については、慎重に検討してまいりた

いと考えております。 

 次に、学校適正配置についてでございます

が、初めに、市内出生数について、過去５年

間の推移で申し上げますと、平成26年は137

人、平成27年は81人、平成28年は102人、平成

29年は80人、平成30年は91人となっておりま

す。 

 次に、各小学校の新１年生の入学見込み人

数について、今後５年間の予定人数で申し上

げますと、中央小学校は、平成31年度は48人、

2020年度は39人、2021年度は52人、2022年度

は40人、2023年度は47人、東小学校は、平成

31年度は43人、2020年度は59人、2021年度は

54人、2022年度は34人、2023年度は57人、南

美唄小学校は、平成31年度は４人、2020年度

は４人、2021年度は１人、2022年度は１人、

2023年度は２人となっており、市内小学校の

新１年生の合計人数は、平成31年度が95人、

2020年度は102人、2021年度は107人、2022年

度は75人、2023年度は106人となっております。 

 なお、峰延小学校につきましては、平成31

年度の新１年生の入学者は０人となっており

ます。 

 児童生徒が減少していく中、質の高い教育

環境を確保するためには、一定程度の学校規

模が必要であると考えており、今後も引き続

き、教育委員会議や総合教育会議での協議や、

保護者や地域等のご意見をお聞きしながら、

小中学校の適正配置などについて、慎重に検

討してまいりたいと考えております。 

 次に、小中学校の現状と改修計画について

でございますが、本市の学校施設は、昭和40

年代から昭和50年代に整備しており、施設の

老朽化が進んでいる状況にございます。 

 これまでの施設整備の状況につきましては、

昨年度は、東中学校給排水衛生設備改修工事

を、今年度は、美唄中学校屋内運動場屋根改

修工事を実施し、来年度は、中央小学校の学
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校統合に伴う環境整備として、２カ年で大規

模改修工事を実施する予定となっています。 

 今後の学校施設の整備につきましては、財

政負担の軽減・平準化を図りながら、計画的

に屋上防水、外壁、給排水、ウレタン塗装、

放送設備等の各学校に応じた改修工事を実施

し、子どもたちにとって快適で居心地のよい

学習・生活の場を確保してまいりたいと考え

ております。 

●議長小関勝教君 11番、谷村知重議員。 

●11番谷村知重議員 自席から再質問いたし

ます。 

 １点目に、交流拠点施設について、ピパの

湯ゆ～りん館の利用者も減少の一途をたどっ

ており、今後は、新館ＡＮＮＥＸオープンに

よる利用者増を期待するところでありますが、

近隣の施設で、新たな取り組みにより集客力

アップを図っているように、美唄市といたし

ましても特色ある取り組みとして、例えば、

冬場のパークゴルフ場やその周辺施設を活用

したアクティビティや、自転車利用の少ない

時期の新館ＡＮＮＥＸ１階の広いスペースを

利用した中で、自転車漕ぎなどのミニフィッ

トネスルームの活用など、冬場の利用者増強

に向けた対策についても検討すべきと考えま

すが、いかがでしょうか。 

 次に、スキー場についてでありますが、特

に利用者の安全対策としては、老朽化してい

るリフトについては、しっかりとした保守点

検を怠ることなく、継続的な計画修繕を徹底

するようお願いしたいと思います。 

 そして、早急に対応しなければならないの

は、来シーズンに向けた食事の提供と考えて

おります。提供場所を含め、食事提供のあり

方について、再度伺います。 

 ２点目は、教育行政についてでありますが、

児童生徒の体力向上については、近隣の大学

と連携し、成果を上げている学校もあるとい

うことでありますので、専門的な知識や経験

を豊富に持ち合わせている大学との連携によ

る取り組みを検討すべきと考えます。 

 本市では、平成24年よりサテライト・キャ

ンパス事業に取り組み、多くの市民が受講し、

各学校においても、音楽や美術、運動能力の

分野でも連携し、大きな成果を上げてきてお

ります。 

 児童生徒のさらなる体力向上に向け、サテ

ライト・キャンパス事業と連携した取り組み

は有効に働くものと考えますが、いかがでし

ょうか。 

 次に、学校適正配置についてですが、新生

児の状況から、今後、５年程度の新入生の数

が100人程度ということがわかりました。 

 そして、各学校ごとの数字も詳しくお知ら

せをいただきましたが、教育長は教育行政執

行方針の中で、「児童生徒が減少していく中、

質の高い教育環境を確保するためには、一定

程度の学校規模が必要であることから、今後

も引き続き、保護者や地域のご意見を聞きな

がら、小中学校の適正配置に努める」と言っ

ております。 

 先ほどの答弁にあった各学校の見通しで、

その規模が一定程度の規模と受け止めて良い

のか、あるいは、さらに１歩進んだ中で、小

中一貫校や小中連携校などを見据えた統廃合

を見込んでいるのか、また、その時期につい

て、なるべく早く方向性を示すべきと考えて

おりますが、教育長の所見を伺います。 
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●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 谷村議員の質問にお答え

いたします。 

 初めに、冬場の利用者増対策についてであ

りますが、インバウンドなど、雪の降らない

地域の方にとって、新雪に触れるだけでも未

知の体験であり、雪も貴重な観光資源となる

と考えております。 

 また、パークゴルフ場での雪遊びや新館Ａ

ＮＮＥＸに用意しておりますファットバイク

やスノーシューの利用、さらにはスキー場、

そして、ゴルフ５スノーランドなど、他の施

設との連携を図りながら、雪国ならではの楽

しみを提案するなど、利用者増につなげてま

いりたいと考えているところであります。 

 次に、提供場所を含めた食事提供のあり方

についてでありますが、現在は、管理棟休憩

室のスペースを利用して食事を提供しており

ますが、利用状況などを見極めながら、提供

場所も含めた食事提供のあり方について、指

定管理者と協議検討してまいりたいと考えて

いるところであります。 

●教育長星野恒徳君 谷村議員の質問にお答

えいたします。 

 小中学校における美唄サテライト・キャン

パス事業と連携した体力の向上についてでご

ざいますが、市内小学校では、昨年11月、美

唄市教育の日に実施している一斉参観日に合

わせまして、北海道教育大学岩見沢校の学生

に協力をいただきまして、体育館でフットサ

ルの実技を行ったほか、教育委員会といたし

ましましても、サテライト・キャンパス事業

の協働事業として実施しました札幌国際大学

の男子バスケット部の合宿におきまして、地

元少年団とのトレーニング及びミニ交流試合

を行い、これら取り組みを通じて、体力の向

上を図っているところでございます。 

 教育委員会といたしましては、今後、この

ような取り組みをサテライト・キャンパス事

業の協働事業として継続して実施できるよう、

札幌国際大学にお願いするとともに、他のサ

テライト事業連携大学とともに、子どもたち

の体力向上につながるメニューについて協議

してまいりたいと考えております。 

 次に、学校適正配置についてでございます

が、これまで本市におきましては、来年度は

中央小学校と茶志内小学校の統合と美唄中学

校と峰延中学校との統合を、2020年度は同じ

く中央小学校と峰延小学校の統合を、2021年

度には、東中学校と南美唄中学校の統合を進

めているところでございます。 

 今後の児童生徒数の推移を見ますと、近く

完全複式学級になることが想定されます南美

唄小学校につきましては、保護者及び地域の

意見などを踏まえた中で、適正配置に努めて

まいりたいと考えております。 

 また、中央小学校、東小学校、美唄中学校、

東中学校の４校につきましては、当面は一定

程度の学校規模が維持されるものと判断して

おり、私といたしましては、これら学校を短

期のスパンで再配置することは難しいものと

考えております。 

 いずれにいたしましても、本市においては、

少子化の傾向が今後も続くことが予想されま

すことから、今後の再編にあたっては、さま

ざまな機会を通じて、保護者や地域の方々の

意見を聞きながら、どのような再配置のあり

方が適切なのか、慎重に検討しなければなら
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ないものと考えております。 

●議長小関勝教君 次に移ります。 

 ９番、山崎一広議員。 

●９番山崎一広議員（登壇） 平成31年第１

回市議会定例会にあたり、大綱４点につきま

して、市長にお伺いいたします。 

 市長の任期も残すところ３カ月余りとなり、

２期目を終えようとしております。１期目の

所信表明では、“緊張感をもった市政運営に”

と、２期目には、キャッチフレーズにも掲げ

られました“「人を元気に まちも元気に 光

輝く美唄」を目指し”と言われておりました

が、これまで８年余り、本市において大きな

課題でありました財政健全化と市立美唄病院

の経営健全化も無事終え、いよいよ始まりま

す新病院建設、そして立地適正化計画、コン

パクトシティ、公共施設の再編計画、これら

も息を抜けない将来の美唄市を左右する大き

な課題が出されておりますが、髙橋市長には、

残された期間、全力で市政にご尽力されるこ

とを一層期待するところであります。 

 そこで、大綱の１点は、市政執行方針につ

いて伺います。 

 その１つに、基本姿勢と主要施策について

ですが、どちらとも抽象的な言葉で述べられ

ており、具体的に取り組もうとする姿勢と意

欲が響かないのは私だけでしょうか、改めて

お聞きします。 

 基本姿勢で、「総合計画に掲げた都市像の実

現に向けて、誠心誠意取り組んでまいります」、

主要施策では、「有効かつ効果的な事業を展開

して、市民生活の向上のための施策に力強く

取り組んでまいります」と言われましたが、

任期は３カ月余り、もう少し具体的に、どの

ように取り組むのか、改めてお聞きします。 

 その２つ目に、第１楽章から第５楽章、そ

して最終楽章と、総合計画と連動した市政執

行方針ですが、どのようにまとめに入ろうと

しているのか。 

 例えばＤＭＯの設立、１階サロンでの炭鉄

港のＰＲ放送、昨年オープンいたしました交

流拠点施設の宿泊棟、子育て支援の充実、救

急医療では近隣中核病院との連携、高齢者福

祉、また、その他多くの課題や問題が残され

ているところです。サイクルツーリズムの関

係だと思いますが、コアビバイに設置されて

いるものの、今は全く機能していないように

見えるヒーロー、これらも含め、どのように

進めるのか、お伺いいたします。 

 大綱の２点目は、次期総合計画についてお

伺いいたします。 

 総合計画については、これまで地方自治法

第２条で、議会の議決を経て、基本構想案を

提示するということがルールとして示されて

おりました。 

 2011年度、平成23年度から新たな総合計画

が策定され、現在の総合計画は2020年度、平

成32年度で終了いたします。 

 そこで、次期美唄市総合計画になるわけで

すが、これらの策定にあたり、これまでの計

画づくりの反省を踏まえ、市民の暮らしをし

っかりと支えていく施策に結びつけ、そのた

めの生きた計画にするために、市長にその認

識についてお尋ねいたします。 

 初めに、計画行政の持つ意義についてであ

ります。 

 国からの地方への義務付け、枠付の見直し

の一環として、「地方自治法の一部を改正する
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法律」が平成23年８月１日に施行され、基本

構想の策定の義務付け規定が廃止され、各地

方公共団体の判断によるものと改定され、こ

れにより、各地方自治体の判断で作成されて

おりますが、こうした背景のもと、多くの地

方公共団体では総合計画を策定し、行政運営

をしているところであります。 

 冒頭申し上げましたように、本市において

も、第６期計画は、平成23年度から32年度ま

での期間としておりますが、計画行政は、今

の現状を踏まえ、そして地方経済の抱えてい

る厳しい美唄市の行財政を取り巻く環境を整

理されて、将来、どんなまちを目指すのか、

そのためには、日々、どういう仕事を積み上

げていくのか、こういったことが重要であろ

うと思います。 

 将来のまちづくりを想定し、具現化するた

めのものであり、総合計画のために、行政課

題別の中間計画がございますが、美唄には、

20をはるかに超える行政課題計画があると承

知しております。これらの計画行政というの

は、一体どんな役割をもっていて、何のため

に計画を策定するのか、このことについての

市長の認識と、この計画行政の持つ意義につ

いてお尋ねいたします。 

 次に、過去の計画づくりにあたって、提言

や指摘を受けていることと思いますが、この

計画を作文やいわば書き物だけに終わらない、

実効性をどう担保していくのか、具体的にい

つ何をするのかという実施計画が伴わなけれ

ば計画ではないと、これを申し上げておきた

いと思います。 

 市長は、実施計画を作ろうとする際に、既

存財源が脆弱な財政基盤の実態とすれば、計

画を立てようがない、財政の見通しが把握で

きない計画は有り得ないと思います。ぜひ、

この新しい総合計画策定作業にあたりまして、

この実施計画をつくることが必要だろうと思

いますが、これらについてのお考えをお伺い

いたします。 

 次に、総合計画の最後ですが、進行管理の

あり方についてであります。計画を作成段階

でどのように進行管理していくかということ

を考えなければなりません。具体的に実効性

のあるものにするためには、この進行管理が

極めて重要であります。 

 過去の議会の常任委員会で行政視察をして

いた時期の記録を調べますと、いかに計画づ

くりというのが実行のために必要なのか。あ

わせて、いわば途中から入りこみ、こういっ

た計画が計画でなくなるような、そういった

横入り事業を積む、こういった取り組みを行

うことが重要と捉えますが、これらの進行管

理のあり方について、どのように考えている

のか、市長にお伺いいたします。 

 大綱の３点目は、市の組織機構についてで

ありますが、その後の状況を踏まえ、お伺い

いたします。 

 １つ目として、組織機構のあり方について

でありますが、過去に同僚議員からも質問が

あったところですが、将来の想定人口に合わ

せた組織機構のあり方について、どのような

考え方で検討されているのかお伺いするとと

もに、行政運営にあたっては、常に自治体の

規模に見合ったものになるような組織及び運

営の合理化が求められていると認識しており

ます。自立推進計画に基づく事務事業の見直

しや公共施設のあり方、指定管理者の導入、
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民間委託などの行政改革を進め、職員数を削

減する中で、多様化する事務及び行政課題に

対応する効率的な組織体制づくりに努めてい

ることと思いますが、これらの組織機構のあ

り方について、具体的に検討あるいは実施し

た内容等はどうだったのかについて、お伺い

いたします。 

 その２つに、市職員人事異動について、お

聞きいたします。 

 従来の人事異動は、上司など上級者の判断

によってなされていたと理解しておりますが、

それは客観的な評価によってそれぞれなされ

るので、それなりにうまく機能しているのか

と理解しておりますが、人は、それぞれすべ

てオープンではないので、表面だけではなか

なかわからない能力や、評価しがたい部分が

たくさんあるのではないかと考えているとこ

ろであります。 

 適材適所に配置されていないために、それ

ぞれの人材が生かされていないだとか、能力

が発揮されていないというようなことが、否

定できないのではないかと考えるところであ

ります。 

 以下、人事異動についてお伺いをいたしま

す。 

 １つに、人事異動の判断基準についてです

が、現在、人事異動を行うにあたっては、１

つの基準に基づき行われていると思いますが、

その基準など、考え方についてお伺いをいた

します。 

 ２つ目は、人事異動の公募制についてであ

ります。 

 現在も行われているとお聞きしております

が、職員数が減少する中で、多様化する事務

及び行政課題に対応するために、ある程度、

職員が希望する職場への異動は、職員の意欲

とともに事務の効率化を図ることができると

思いますが、特定の職場では、道外出張や、

時には海外にも行かれており、職員の中には、

一度も海外はおろか、道外にも出張されたこ

とがない職員が大半ではないでしょうか。 

 このことが原因かどうかはわかりませんが、

今、心の病という職員が急増していると聞い

ております。ぜひ、公募制などを取り入れ、

検討すべきと思いますが、この点について、

お伺いをいたします。 

 大綱の４点目は、行財政運営について伺い

ます。 

 平成30年度の決算見込みについてですが、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

あります４つの健全化判断比率の見込みにつ

いて、一般会計の実質収支見込みとあわせて、

その見通しについてお伺いいたします。 

 また、市立美唄病院事業会計の資金不足は

あるのかないのか、その見込みについても伺

うのとあわせて、平成31年度予算が、美唄市

中期財政運営基本方針と比較して、どのよう

になっているのか、新年度予算と比較して、

どのような動きがあったのか、お伺いいたし

ます。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 山崎議員の質問

にお答えいたします。 

 初めに、市政執行方針について、基本姿勢

と主要施策についてでありますが、私が目指

す協働による活力あるまちづくりに向けては、

広報紙メロディーをはじめ、ホームページや

ＳＮＳなどにより、市政情報を積極的に発信
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するとともに、自治組織代表者会議をはじめ、

まちづくり地区懇談会や地域応援チームなど

により、市民の皆様と共通認識の醸成を図る

ほか、美唄サテライト・キャンパスなどによ

り、実践的な人材の育成に取り組むことが重

要であると考えております。 

 主な施策といたしましては、農業振興の分

野では、新たな国際自由貿易協定の発効など

の情勢変化に対応していくため、国営や道営

の農地整備事業を推進するなど、農業経営の

基盤強化を図ってまいります。 

 商工業振興の分野では、雪冷熱を利用いた

しましたデータセンターの誘致に向けたホワ

イトデータセンター構想や食料備蓄拠点構想

を推進してまいります。 

 都市基盤整備の分野では、市営住宅の南美

唄団地、進徳東団地、いなほ団地のまち中へ

の再編及び再配置のための基本設計に着手し

てまいります。 

 地域医療の分野では、持続可能な医療提供

体制の構築や、保健・医療・福祉の連携強化

に向けた市立美唄病院建替えの実施設計を進

めてまいります。 

 雇用対策の分野では、若者の地元就職を促

進するため、市内高校などと連携した企業見

学会や合同企業説明会等を開催してまいりま

す。 

 高齢者福祉の分野では、高齢者が地域で自

立した生活が続けられるよう、支援すること

が重要であることから、貯筋体操などの介護

予防事業をはじめ、認知症カフェや認知症サ

ポーター養成講座などの認知症施策を継続す

るとともに、地域の支え合い体制を強化する

ための地域懇談会の継続や、生活便利帳を利

便性の高いものに更新してまいります。 

 行財政運営の分野では、中期財政運営基本

方針に基づく健全な財政運営など、後期基本

計画や総合戦略を推進し、未来を見据えた健

康・産業・安心・安全戦略で、活力あるまち

づくりに取り組んでまいりたいと考えている

ところであります。 

 次に、各施策におけるこれまでの取り組み

を通じた総括についてでありますが、初めに、

ＤＭＯの設立につきましては、国において、

人口減少・少子高齢化が進む中で、観光を新

たな成長戦略として、平成28年度に観光立国

推進基本計画が策定され、北海道におきまし

ても、平成32年度外国人観光客500万人という

目標を掲げ、オール北海道での取り組みを推

進しているところであります。 

 このため、本市におきましても、観光客の

受け入れ環境整備を進めるとともに、昨年度

策定いたしました美唄市観光ビジョンの推進

に必要な組織として、観光地域づくり推進協

議会の設立に向け、市内事業者や観光関係団

体との連携を図り、地域の活性化と市民の皆

様方が誇りに思える観光のまちづくりに努め

てまいります。 

 次に、炭鉄港の取り組みについてでありま

すが、日本遺産の認定に向けて、セミナーの

開催やＰＲ動画での情報発信など、さまざま

な取り組みを行い、機運の醸成を図ることが

重要であると考えていることから、今後も関

係する自治体や団体などで構成される炭鉄港

推進協議会などと連携し、日本遺産の認定に

向けた取り組みを行ってまいりたいと考えて

いるところであります。 

 次に、サイクルツーリズムの推進について
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でありますが、平成29年には自転車活用推進

法が施行され、自転車を取り巻く機運が一層

高まる中、自転車を活用したまちづくりを推

進する全国市区町村長の会が昨年発足し、私

が北海道のブロック長に就任したところでご

ざいます。 

 また近年、国籍を問わず、本格的なスポー

ツタイプの自転車でサイクリングを楽しむ方

も多くなってきており、本市といたしまして

も、訪れるサイクリストの多様なニーズに対

応するため、交流拠点施設にレンタサイクル

や自転車の持ち込みなどの機能を持った宿泊

棟ＡＮＮＥＸを増設し、昨年オープンしたと

ころであります。 

 私といたしましては、全国市区町村長の会

などを通じ、道内外の各地域と、自転車の走

行環境や受け入れ環境などの情報交換を行い、

本市を訪れるサイクリストの受け入れ体制を

整備するとともに、ＳＮＳの活用や美唄サイ

クルポートなどのサイクリング環境の情報発

信に努め、交流人口の増加を図ってまいりま

す。 

 次に、子育て支援につきましては、ニーズ

の多様化に伴い、ピパの子保育園の開園や病

児保育室の開設に取り組み、保育環境の充実

を図ってまいりました。 

 平成31年度におきましては、認定こども園

に冷房設備を設置するとともに、進徳保育園

園舎の床などの改修を行い、子どもたちが健

やかに育つことができる安心・安全な保育環

境づくりを進めてまいります。 

 また、次代を担う子どもたちが、経済的負

担を理由に医療機関への受診を控え、症状が

悪化することのないよう、医療費無償化を小

学生まで拡充し、健康な発育の支援に取り組

んでまいります。 

 次に、地域医療につきましては、市民の皆

様が地域で安心して暮らすことができるよう、

持続可能な医療提供体制や、保健・医療・福

祉・介護の連携による地域包括ケアシステム

が必要であり、地域医療の総合拠点でありま

す市立美唄病院の建物につきましては、築後

50年を経過し、施設の老朽化と耐震基準を下

回っていることなど、早急な整備が必要なこ

とから、建替えに向けた実施設計を進めてま

いります。 

 これらの事業を有効かつ効果的に展開し、

経済振興や安心・安全な暮らしに立脚した市

民生活の向上に取り組んでまいります。 

 次に、次期総合計画について、平成32年度

で終了の第６期総合計画についてであります

が、計画の持つ意義につきましては、この計

画は、美唄市まちづくり基本条例で規定する

目的及び趣旨に基づき、総合的かつ計画的な

行政運営を図るための基本構想と、基本構想

に基づいてより具体化するための基本計画で

構成するとともに、まちづくりの基本的な理

念や目標、方針を定め、策定を規定している

ところであります。 

 また、具体的な施策や事業を示して、10年

後のまちの姿を数値目標で設定するなど、本

市のまちづくりにおける最上位計画に位置づ

けているものであります。 

 次に、実施計画策定の必要性につきまして

は、基本計画に示した施策の推進にあたり、

財源の見通しと実効性を担保するための実施

計画は必要であることから、引き続き、必要

な事務事業を一覧化した事務事業インデック
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スを策定し、予算編成の基礎や事務事業の実

施、評価の基準などに活用してまいりたいと

考えているところであります。 

 次に、計画実現のための進行管理につきま

しては、美唄市総合計画審議会で、27施策の

成果指標値や関連指標値の達成に向けた進捗

状況に関して、毎年度、意見交換や確認作業

を行い、進行管理を行っているところであり

ます。 

 また、計画に登載されていない新規事業の

実施に関する考え方につきましては、施策を

推進する上で事業の必要性を見極め、財源確

保の観点も含め、事業のスクラップ・アンド・

ビルドを行いながら、事前評価を参考に判断

しているところであります。 

 なお、本年度開催された審議会では、人口

減少対策や地域経済の活性化策をはじめ、子

育て支援や高齢者福祉のほか、ごみ処理や都

市基盤整備など、来年度予算の各施策の展開

方向等に関する市民生活に立脚したご意見を

いただいたところであり、私といたしまして

は、この計画を実効性の高い計画とするため、

引き続き、市民の皆様と協働しながら、ＰＤ

ＣＡサイクルにより、各施策や事業の評価・

検証を行い、有効かつ効果的な事業となりま

すよう取り組んでまいります。 

 次に、市の組織機構について、組織機構の

あり方についてでありますが、限られた人的

資源を最大限に活かしていくためには、職員

の能力を高める人材育成とあわせて、より柔

軟で効率的な組織体制が求められているとこ

ろであり、これまで若手・中堅職員を中心と

する検討組織を設置し、組織体制の課題を踏

まえた組織の統合やフラット化のほか、グル

ープ制を含めた検討を進め、平成23年度から

グループ制を導入したところであります。 

 全庁的な導入後、改善を行いながら制度の

運用を行い、課内の協業体制や情報交換の定

着など、一定の効果もありましたが、主幹・

主査の役割の明確化や市民の方から「担当が

わかりにくい」というご指摘も多く寄せられ

ていたこと、課題も見受けられたことから、

平成28年度にグループ制から係制へ移行し、

職位や担当部署の明確化を図るなど、施策に

対する効率的な組織づくりに努めてきたとこ

ろであります。 

 また、今年度につきましては、本市の財政

状況、人口減少などからも、組織のスリム化

は不可欠であり、本市の将来のまちづくりに

向け、新たな行政課題に柔軟に対応する機能

的かつ効率的な行政組織のあり方を検討する

ため、部長職を中心とした検討委員会を設置

したところであり、今後、検討組織の結果な

どを踏まえ、平成31年度から、可能な限り組

織機構に反映してまいりたいと考えていると

ころであります。 

 次に、人事異動について、人事異動の判断

基準についてでありますが、多様化する市民

ニーズや複雑化する行政課題に的確に対応す

るため、職員の職務能力や適性、職場実態な

ど、さまざまな要素を考慮し、常に適材適所

を念頭に行っているところであります。 

 人事異動につきましては、同一職場におお

むね５年以上在勤している職員を異動対象と

しているところであり、各所属との組織等に

関するヒアリングを参考に、人事評価や在職

履歴、全体の年齢構成などを考慮した配置を

行うなど、幅広い職務経験を積むことで、職
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員の能力を高め、組織の活性化を図るととも

に、業務の継続性や専門性などにも留意しな

がら、配置換えを行っているところでありま

す。 

 次に、人事異動の公募制についてでありま

すが、職員数の減少や事務量の増加など、職

員を取り巻く環境は、極めて厳しい状況にあ

る中、市民の皆様のご理解とご協力のもと、

まちづくりを進めていくためには、職員の意

欲の向上や職場の活性化を図ることが重要で

あると認識しているところであります。 

 このため、毎年、次年度に向けた組織改正

及び人事配置の参考とするため、全職員を対

象に勤務状況に関する調査を実施しており、

その中の項目として、異動希望の有無や担当

したい業務などの把握に努め、人事異動の参

考にしているところであります。 

 次に、行財政運営について、平成30年度決

算見込みについてでありますが、一般会計の

決算見込みにつきましては、本年度の普通交

付税と臨時財政対策債を合算した決定額が、

1,293万3,000円増加されたものの、今シーズ

ンの降雪量が、過去10年間で昨年に次ぐ３番

目の豪雪となったことから、除排雪事業につ

いて、１億2,400万円を専決により補正させて

いただいたところであり、今後の特別交付税

の配分や、除雪費、燃料などの動向など、不

確定要素がありますことから、予断を許さな

い状況にあると認識しているところでありま

す。 

 また、財政指標につきましては、平成30年

度決算見込みによる概算では、実質赤字比率

と連結実質赤字比率については該当がなく、

実質公債比率は13.9％、将来負担比率は

132.4％と見込んでいるところであります。 

 次に、病院会計の決算見込みにつきまして

は、今年度におきましては、整形外科の常勤

医が年度途中で退職した影響などから、患者

数は入院・外来とも前年度より減少している

状況でありますが、収益におきましては、前

年度と同水準か、やや下回る見通しとなって

いるところであります。 

 また、費用におきましては、救急体制にか

かる報償費の増、燃料費の単価上昇、医療機

器購入による減価償却費の増などから、前年

度を上回る見通しであるものの、収支につき

ましては、経常損益及び純損益ともに黒字を

見込んでおり、資金不足も発生しない見通し

となっているところであります。 

 次に、中期財政運営基本方針との比較につ

きましては、この方針の推計では、平成30年

度は財政調整基金を使用することなく、収支

均衡を図ることとしておりますが、昨年に続

き豪雪となっていることから、特別交付税の

決定額による不確定要素はあるものの、財政

調整基金の使用の検討もしなければならない

と考えているところであります。 

 また、新年度予算案につきましては、推計

では、財政調整基金の使用により予算を編成

することとなっておりましたが、国の経済財

政運営と改革の基本方針2018では、2021年度

まで、一般財源総額実質同水準とする方針が

示され、平成31年度地方財政計画では、地方

交付税の総額が６年ぶりに増加されたことか

ら、普通交付税等の増が見込まれることで、

財政調整基金を使用せずに編成することがで

きたところであります。 

 いずれにいたしましても、持続可能な自治
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体経営のため、行財政改革をはじめ、中期財

政運営基本方針の推進方策に基づき、市民の

皆様と協働しながら、健全な財政運営を目指

して取り組んでまいりたいと考えているとこ

ろであります。 

●議長小関勝教君 ９番、山崎一広議員。 

●９番山崎一広議員 自席では１点ほどに絞

っていきたいと思います。 

 最初に市政執行方針について、私としては、

１点だけ本当は答弁に入れてほしかったのは、

地域病院、中核病院団体の連携で、過去にも

私は言っておりました、砂川もしくは岩見沢、

この辺もぜひ、検討課題として入れてほしい

と思いますので、これは要望しておきます。 

 それと、過去にカタカナや英語はなるべく

なくすようにと言われた時期もありました。

現在のように多く活用することは、私自身は

それほど気になりませんけれども、少子高齢

化ということで、お年寄りの方があまり好ま

ない気もしますので、今後、特にこの辺は考

えていただければと思います。特に、市政執

行方針の最後で述べられました「ＳＤＧｓ」

など、「これはどういう意味？」とお年寄りに

聞かれるかと思いますので、この辺は、解説

も含めて、お知らせしてほしいと思います。 

 ２つ目の総合計画は、計画の必要性につい

て申し上げ、市は10年後のまちの姿を数値目

標にして、予算編成の基礎や事務事業の実施

評価の基準等に活用してまいりますとお答え

をいただきましたけれども、これらも脆弱な

財政基盤では、計画を立てようにも決してで

きないと思います。 

 病院も今、建設に入ろうとしております。

実施計画を含めて、実施設計、入札も含めて、

夏前後に入るのではないかと思います。32年

度予算が組めないのではないかという声も、

私の耳に入ってきます。財源なくして市政の

運営はできません。その辺もよろしくお願い

したいと思います。 

 それと、最後の行財政運営、これはお聞き

してわかりました。ぜひとも毎年黒字になる

ように頑張っていただければと思いますので、

よろしくお願いします。 

 １点、再質問、市の組織機構についてです

が、職員数の減少、給与の削減など、市の職

員を取り巻く環境は極めて難しく、厳しい条

件下にあるところだと認識しておりますけれ

ども、市民の皆様の理解とご協力によりまち

づくりを進めていくためにも、職員の意欲の

向上や職場の活性化を図ることが大変重要で

あると私は考えております。 

 グループ制の廃止もされました。係制に移

行し明確化を図り、効果的な組織づくりに努

めたいと言われましたけれども、どのような

ことから始めたのか、具体的に再度、お聞き

いたします。 

 また、スリム化に合わせて、庁内の検討委

員会を設置し、検討に入ると言われましたけ

れども、１年でどう検討するのか、もうちょ

っと具体的にお示しいただきたいと思います。 

 ２つ目の人事異動ですけれども、おおむね

５年以上と言われました。新人で、７年も８

年も同一職場にいる、例えばの部分ですので、

いるかどうかはわかりませんけれども、今は

あまり見かけませんが、短い期間で異動され

てきた職員も過去におられるかと思います。

20年勤めて、３カ所から４カ所という方もお

られます。勤務状況調査を実施していますけ
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れども、所詮、人事は書いて字のごとく、「ひ

とごと」と言われます。あまり深くお聞きす

ると、執行権の侵害にあたりますので、この

辺でやめますけれども、副市長、私も同様で

すが、過去に１年での異動を何回されました

か。私は３回ほどあります。副市長も同じか

と思います。このように、１年で異動する方

もおられます。６年も７年も８年も10年も同

一職場におられる方もおります。 

 また、最近特に多いのが、ＳＮＳなどで、

出張されてフェイスブックに投稿されている

職員もおります。これが良いかどうかという

議論は別にいたしましても、先ほど言いまし

た道外や海外出張に一度も行っておられない

職員もおります。そのような中、出張費を使

って、その場で晩飯も昼飯も食うのは当然で

すけれども、ＶサインでＳＮＳに流すという

ことは、私はいかがなものかと考えます。こ

の辺も含めて、改めて人事異動の考え方、本

来の姿について、お聞きいたします。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 山崎議員の質問にお答え

いたします。 

 初めに、組織機構についてでありますが、

係制に移行したことに伴い、組織内における

指揮命令系統、責任、権限、これらが明確と

なり、スムーズな業務の遂行につながってお

り、また、市民にとっても訪れる部署や担当

がわかりやすいという点から、効率的かつ効

果的な組織体制が構築されているものと考え

ているところであります。 

 次に、組織の検討委員会における検討内容

についてでありますが、検討委員会につきま

しては、定員適正化計画を基本としながら、

本市の財政状況、人口減、大量退職、そして

市の重要施策及び事務事業を踏まえつつ、組

織のスリム化について、検討を重ねてきたと

ころであります。 

 主な検討内容といたしましては、課の統合、

また現在、特定課題や政策判断により配置し

ております部長相当職の廃止のほか、業務の

民間委託などとなっているところであり、可

能な限り、組織機構に反映してまいりたいと

考えているところであります。 

 次に、人事異動の考え方についてでありま

すが、人事異動につきましては、人材育成、

そして幅広い視野や知識の習得、業務のマン

ネリ化の防止と組織の活性化などを目的とす

るものであり、バランス感覚のある職員を育

成するため、個人の年齢や経験などを踏まえ

た上で、異なる分野の業務を一定期間内に経

験させ、その期間に職員の適性や能力を把握

し、職員のみならず、組織にとっても有益と

なるよう、把握した情報を人事管理に活用し

ているところであります。 

 今後につきましても、基本的な考え方に基

づき、幅広い職務経験を積むことにより、職

員の能力向上、組織の活性化を図るとともに、

業務の継続性や専門性などにも留意しながら、

職員のやる気、職員の能力を最大限に活用で

きる適材適所の人事配置に努めてまいりたい

と考えているところであります。 

●議長小関勝教君 次に移ります。 

 ２番、吉岡建二郎議員。 

●２番吉岡建二郎議員（登壇） 2019年第１

回定例会にあたり、大綱４点について、市長、

教育長に質問をいたします。 

 大綱１点目、市政執行方針について市長に
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伺います。 

 今定例会初日、市政執行方針の中で、市長

は、本市の最重要課題の１つとして、人口減

少の克服をあげられています。 

 市政執行方針の内容を見ていくと、多岐に

わたって、人口減少という課題への対策を伺

うことができます。 

 住み良いまちづくり、持続可能な都市整備、

移住・定住の推進、農業・商工業を振興する、

子育て支援、地域医療の確保、雇用対策、ど

れも重要な施策であり、全てが人口減少の克

服につながってくるものです。 

 こういった数々の施策を見ていくと、この

施策ごとで使用されている本市の将来人口推

計値が異なる場合があるのではないかと考え

ます。 

 最重要課題の１つである人口減少克服、こ

れを形にしていくためには、本来的には、本

市の施策の基準となる将来人口推計を１つに

して、市全体で同じ目標に向かって取り組ん

でいかなくてはいけないのではないかと考え

ます。 

 そこで質問です。さまざまある将来人口推

計値の中で、厳しい時代の変化に的確に対応

していくために、どれが本市の施策の基準と

なる将来人口推計なのかについて伺います。 

 また、人口減少の克服について考えると、

移住・定住の推進と同時に、人口の流出を止

めることが必要になると考えます。 

 これまで私は、議会において、たびたび人

口流出について質問をしてきておりますが、

今回、市政執行方針の中で、人口減少克服、

特に人口流出について取り組む施策として、

市長がとらえていらっしゃるものを伺います。 

 大綱の２点目、防災行政について市長に伺

います。 

 昨年は、大地震、異常気象を起因にしたも

の等、さまざまな大きな災害が発生し、これ

からの防災行政について、改めて考えさせら

れる転換点となる年でした。 

 あらゆる面で、これまで予期していなかっ

た災害に対応していくための備えが必要とな

ってきていますし、また、発生してしまった

災害については、その際の現場での対応、そ

して、その後の対応等、さまざまな面から考

え方を改める必要があることが、はっきりと

浮き彫りになってきています。 

 昨年３月９日に発生した南一の沢川での災

害から、明日でちょうど１年となります。 

 発生後、定例会のたびに、私はこの問題に

ついて質問をさせていただいております。 

 先月にはＮＨＫの放送で、南一の沢川での

災害が、私の把握する限りで二度取り上げら

れています。雪泥流という恐ろしい現象が発

生していたことや、また、今後も融雪期には

大変な注意が必要となってくるということ、

あわせて、河川への雪捨ての危険性、この分

野の権威であられる大学教授から、こういっ

たことが紹介され、これまで議会で私が質問

させていただいたことと、非常に類似する内

容の放送だったととらえています。今後の防

災行政を真剣に考えて議論をしていく中で、

この南一の沢川での昨年の災害は、非常に重

要であると、改めて認識をさせられています。

災害を予期し、未然に防ぐことの重要性、発

生した際の対応、その後の防災行政の教訓と

して生かしていく取り組み、あらゆる面で今

後のための１つのモデルケースとなり得るも
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のだと考えます。 

 そこで質問です。南一の沢川での災害につ

いて、この間、夏には川底のしゅんせつや看

板設置を行ってこられたことを確認しており

ます。発生から約１年が経過し、発生時期と

同様のこの雪解けの季節が到来しての現状に

ついて、どのように把握をされていらっしゃ

るか伺います。 

 あわせて、ＮＨＫの放送の中では、河川へ

の雪捨てが雪泥流を引き起こす要因となり得

るとの言及がありました。改めて、市として

昨年の南一の沢川での災害での河川への雪捨

ての影響を、どのように現状、考えているか

を伺います。 

 また、防災行政で市内の河川への雪捨てに

ついて、南一の沢川については、災害が発生

後、調査を行い、現状、実態の把握が進み、

対応がなされているかと思いますが、市内の

他の河川について、どのような把握をされて

いる状況なのかを伺います。 

 実態の把握やこれまで以上の注意喚起の対

応はされているのかについて、あわせて、条

例で禁止されている河川への雪捨てが、災害

を誘発する危険があるとの共通認識をお持ち

いただいていると考えますが、他の河川につ

いて、今後どのように対策をとっていくのか

を伺います。 

 また、防災行政について、もう１点伺いま

す。 

 災害見舞金条例について伺います。 

 先ほども質問の中で申し上げましたとおり、

近年、過去になく、予期せぬ、そして規模の

大きな災害発生が続いています。今後も同様

の状況が続くことは、十分予想されます。 

 市民の生命、そして財産を守るといった観

点からも、災害時に何らかの形で、少しでも

市が市民に対して、被災者に対して支援がで

きる対応をすることは、今後、より一層必要

となると考えます。南一の沢川での災害の際

にも、市長は住民に寄り添う形で対応される

旨の発言をされてきております。 

 大雨、台風、地震、大雪、そして融雪期の

災害、雪の多い美唄市ですから、近年になっ

て多発している状況ですので、ぜひともこの

機に、災害見舞金条例について、真剣に検討

を進めていただきたいと考えます。 

 現状の検討内容について、また近隣自治体

の状況の把握について、あわせて本市での条

例制定の検討について伺います。 

 大綱の３点目、個人情報保護について市長

に伺います。 

 衆議院本会議において、新規自衛隊員募集

について、都道府県の６割以上が協力を拒否

しているとの安倍首相の発言がありました。

その後の議論で、首相の発言は誤りであり、

防衛省は主に18歳と22歳を対象にして、自衛

隊への勧誘活動を行うために、都道府県では

なく、市町村にその名簿を紙媒体または電子

媒体で提出することを求めており、2017年度

には、全市区町村のうち、紙媒体または電子

媒体で提出したのが約36％だったことがわか

っています。安倍首相の６割以上が協力拒否

の発言の根拠は、そこにあるということがは

っきりとわかりました。その後、さらに２月

12日には、防衛大臣の会見で、その協力を拒

否しているといわれた６割の市町村に関して

も、３割は自治体が該当情報を抽出して、閲

覧ができるようにしている、また、２割は防
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衛省職員が全部を閲覧して、自ら抽出しなけ

ればならないような状況、そして残った１割

というのが、協力していないというような発

言がありました。 

 自治体の約９割は、住民基本台帳の閲覧を

認めるという協力を行っていることがわかっ

ています。それで、自衛隊の求める形での協

力よりも、法律や条例での取り決めが優先さ

れるということは、言うまでもないかと思い

ます。ですので、本市で自衛隊の求める募集

協力について、どのような対応をしているの

か、また、住民基本台帳法、個人情報保護条

例等、関連法上、問題のない対応なのかにつ

いて伺います。 

 大綱の４点目、教育行政執行方針について

教育長に伺います。 

 学校教育の中で、２点目として挙げられて

いる確かな学力の育成について伺います。 

 教育行政執行方針を素直にお読みいたしま

すと、全国学力・学習状況調査や標準学力検

査の結果が重要であるとの考えがあるという

ように読み取ることができます。 

 こういった調査や検査に関しては、点数等

の結果によって、確かな学力を測定するもの

ではないものであり、全国的な学力や学習状

況を把握・分析し、教育施策の改善、教育指

導の改善に役立てていくもの、そして指導方

針が適切であるかを確認するためにこういっ

た検査・調査を行っているものだと認識して

おりますが、今回の教育行政執行方針の中で

は、どういった形でとらえているのか。決し

て、いわゆる学力テストの点数で確かな学力

の育成が達成されるものではない、点数を上

げることで達成するものではないと思います

が、確かな学力の育成のとらえ方についての

確認のために、教育長の考えを伺います。 

 また、平成30年度の教育行政執行方針にも

確かな学力の育成の項があります。こちらと

読み比べていきますと、何点か大きく変わっ

ている、加わっている部分がありますので、

その点について伺います。 

 まず、確かな学力の育成の中に公立幼稚園

という文言が含まれている点ですが、これは、

公立幼稚園でも、全国学力・学習状況調査で

すとか、標準学力検査のような学力テストを

行い、その結果を踏まえ、確かな学力育成プ

ランの具体化に取り組んでいくという方針な

のかということを伺います。 

 また、確かな学力育成プランの具体化に向

けて、管理職のリーダーシップのもと、全校

が一丸となり、包括的な授業改善に取り組む

とあります。管理職のリーダーシップという

部分は、平成30年度にはなかったもので、新

たに組み込まれているものなのですが、これ

を加えることで、例えば管理職に新たに権限

を与えるですとか、授業改善を管理職の決定

で行っていくことになるのか、また、管理職

の負担増につながりかねないのではないかと

いうことを伺います。 

 そしてまた、各学校が長期休業中や放課後

に実施する補充的な学習サポート等について、

市内在住の大学生や高校生にサポーターとし

て参画していただけるよう、その確保や支援

体制の構築に努めていくとあります。ここで、

市内在住の大学生や高校生と限定している意

味合いについて伺います。 

 あわせて、豊かな心の育成について伺いま

す。 
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 これは学校教育の中では４点目になるので

すが、この中で、多様化・複雑化する現代社

会と触れられており、このことに関しては、

これもまた平成30年度の教育行政執行方針に

はなかったものであります。あえてここで触

れられるということは、こういった先進的な

考え方があるものだと考えます。 

 多様化・複雑化する現代社会に対応する上

で、その内容にもよりますが、道徳的な心の

もちようも必要であると考えます。しかし同

時に、事実に基づいた認識を深め、知識をも

って対応することも同様以上に重要になって

いくことだと考えます。 

 そこで確認なのですが、ここで触れられて

いる多様化・複雑化する現代社会とは、どう

いったことを指しているものなのか、あえて

道徳のところで触れられている理由を含め伺

います。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 吉岡議員の質問

にお答えいたします。 

 初めに、市政執行方針について、人口減少

克服についてでありますが、将来人口推計に

つきましては、平成25年に国立社会保障・人

口問題研究所が公表された2040年の推計値の

１万3,518人をもとに、平成28年３月に策定い

たしました美唄市人口ビジョンにおいて、出

生率の上昇や流出入の均衡を目指し、2040年

の将来人口を１万6,991人で推計したところ

でありますが、平成30年３月に同研究所が公

表された2040年推計値では、平成25年より

2,606人減少し、１万912人となっていること

から、人口の減少がさらに進むものと認識し

ているところであります。 

 現在、本市におきましては、現行の美唄市

人口ビジョンをもとに、平成31年度までを計

画期間とした美唄市まち・ひと・しごと創生

総合戦略の達成に向けて、人口減少下にあっ

ても、活力あるまちづくりに向けた取り組み

を進めておりますが、人口の減少傾向が一層

強まってきたとともに、これまで実施してき

た取り組みに関して、中長期的視点で取り組

みを進めていくことが必要なことから、平成

31年度において、直近の国勢調査の結果や国

立社会保障・人口問題研究所の数値を踏まえ、

美唄市人口ビジョンの改定を行うとともに、

次期総合戦略を策定してまいりたいと考えて

いるところであります。 

 次に、人口流出を食い止める施策について

でありますが、雇用対策の施策で申し上げま

すと、企業誘致を推進するため、美唄ハイテ

クセンターにおけるお試しサテライトオフィ

スの設置や首都圏での利雪の取り組みのＰＲ

など、企業誘致活動を積極的に展開するほか、

市内企業に就職を希望する方を対象に、技能

講習の受講料を７割補助する取り組みや、若

者の地元就職を促進するため、市内高校と連

携し、企業見学会や合同企業説明会などを開

催し、地元での雇用につなげてまいります。 

 また、移住・定住の施策で申し上げますと、

定住策として、市の分譲地の購入費に対する

７割助成を継続して定住につなげてまいりま

す。 

 さらに子育て支援の施策で申し上げますと、

不妊治療費の一部助成や病児保育室の運営を

継続するほか、新たに医療費の無償化を小学

生まで拡充するとともに、保育環境の充実を

図るため、認定こども園に冷房設備を設置す
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るほか、進徳保育園の園舎床などの改修を行

い、子育て環境の充実を図ってまいります。 

 いずれにいたしましても、私といたしまし

ては、人口減少を克服するため、これらの事

業を有効かつ効果的に展開し、魅力あるまち

づくりに取り組んでまいります。 

 次に、防災行政について、昨年の南一の沢

川での災害についてでありますが、現状につ

きまして、昨年10月策定いたしました美唄市

河川維持管理マニュアルに基づきパトロール

を実施した際に、新たに河川への雪捨ての注

意看板を設置し注意喚起を行ったことから、

現在、建設機械での雪捨ての痕跡もなく、雪

によって河道が閉塞するような箇所は確認さ

れていないところであります。 

 また、このたびの災害に対します見解につ

きましては、平成30年度の降雪の状況は、３

月６日現在、降雪量1,037センチメートルで、

積雪は56センチメートルとなっており、平成

29年度の同時期では、降雪量1,340センチメー

トルで、積雪は110センチメートルと、昨年度

の積雪は非常に多く、そこに３月としては経

験のない大きな降雨と気温の上昇による融雪

の出水が重なった特別な気象環境だったこと

から、自然災害として判断したところであり

ます。 

 なお、日本放送協会の放送につきましては、

近年、積雪の多い時期に降雨量が増加傾向に

あることから、雪泥流が発生しやすくなって

いることにより、河川への雪捨てについて注

意喚起を行っていたものと承知しております。 

 次に、市内の河川への雪捨てについてであ

りますが、南一の沢川以外の状況につきまし

て、市が管理しております44河川のうち、道

路がなく現地確認ができない河川を除いた25

河川のパトロールを実施し、建設機械で雪を

捨てたとみられる閉塞のある状況は確認され

ていないところでありますが、市街地を流れ

る北海道が管理する河川につきましては、建

設機械により、一部、押し込んでいる状況が

確認されているところであります。 

 今後の対応につきましては、市道除雪を行

う業者へは、河川に面した道路の除雪を行う

際には、細心の注意を払うよう、再度、指導

するとともに、個人住宅の間口除雪などを建

設機械等で行っていることも考えられますの

で、必要に応じパトロールを実施しながら注

意喚起を行うなど、必要な対策を図ってまい

りたいと考えているところであります。 

 次に、災害見舞金条例についてであります

が、近隣自治体の状況につきましては、空知

管内９市を調査したところ、夕張市を除く８

市が条例、規則、または要綱において、被災

住宅及び負傷者等に対します災害見舞金の支

給につきまして規定しているところでありま

す。 

 次に、本市での条例制定につきましては、

美唄市災害弔慰金の支給等に関する条例にお

きまして、災害弔慰金、災害障がい見舞金及

び災害援護資金について規定しておりますが、

これらにつきましては、災害弔慰金の支給等

に関する法律の規定に基づき、当該災害が災

害救助法などの適用になっていることが支給

要件となっていることから、これに該当しな

い災害についての被災住宅及び負傷者などに

対します災害見舞金につきましては、支給の

対象にはなっていないところであります。 

 しかしながら、今般、国内でも地震、大雨
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などによる災害が起きており、本市におきま

しても、被災者支援につきましては必要と考

えていることから、近隣自治体の取り組み状

況を調査研究してまいりたいと考えていると

ころであります。 

 次に、個人情報保護について、自衛官募集

協力についてでありますが、本市の対応につ

きましては、自衛隊法施行令第120条におきま

して、「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補

生の募集に関し必要があると認めたときは、

都道府県知事または市町村長に対し必要な報

告または資料の提出を求めることができる」

と規定されているところでありますが、住民

基本台帳法第11条第１項の「国又は地方公共

団体の機関は、法令で定める事務の遂行のた

めに必要である場合には、市町村長に対し当

該市町村が備える住民基本台帳を当該国又は

地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方

公共団体の機関が指定するものに閲覧させる

ことを請求することができる」という規定に

基づき、住民基本台帳法のうち、第７条第１

号から第３号及び第７号に掲げる事項の「氏

名」「出生の年月日」「男女の別」「住所」の住

民基本台帳の一部の写しにつきまして閲覧を

承諾し、自衛隊職員によります書き写しによ

って対応しているところであり、関係法令上、

問題はないと考えているところであります。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君（登壇） 吉岡議員の質

問にお答えいたします。 

 初めに、小中学校の確かな学力のとらえ方

についてでございますが、新学習指導要領で

は、これからの子どもたちには、基礎的・基

本的な知識や技能に加え、思考力・判断力・

表現力などを含めた幅広い学力を育てること

が求められております。 

 これら確かな力を着実に向上させるために

は、きめ細かな指導で、基礎・基本や自ら学

び、自ら考える力を身につけるとともに、Ｉ

ＣＴ機器を活用した発展的な学習で、一人ひ

とりの学習段階に応じた授業を行うこと、学

ぶことの楽しさを体験させ、学ぶ習慣を身に

付けさせること等を意識した授業工夫・改善

が不可欠であると考えております。 

 次に、幼稚園教育において育む資質・能力

と、その評価についてでありますが、新幼稚

園教育指導要領においては、幼児の好ましい

資質・能力の３つの柱として、感じたり、気

付いたり、わかったり、できるようになるこ

と、気付いたことやできることを使って、考

えたり、試したり、工夫したり、表現したり

すること、心情、意欲、態度が育つ中で、よ

り良い生活を営もうとすることとなっており

ます。 

 これら資質・能力の育成にあたっては、幼

稚園教諭が幼児一人ひとりの様子を日々見取

り、行動記録や写真・動画がなどに残し、可

視化したものを保護者と共有し、幼稚園と家

庭とが一体となって育む力を養うことが大切

と考えております。 

 また、公立の幼稚園につきましては、指導

主事の訪問による専門的な助言を得ながら、

幼稚園教諭の資質向上と幼稚園教育のさらな

る充実を図ってまいります。 

 次に、授業改善における管理職のリーダー

シップについてでありますが、本市において

は、全国学力・学習状況調査や標準学力調査

の結果を、市内小中学校の校長・教頭や教員
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が分析・検討し、確かな学力育成プランとし

てまとめ、学力向上につなげているところで

あり、各小中学校においては、取りまとめた

確かな学力育成プランに基づいて、研修担当

の教員が中心となり、自校の課題を把握し、

管理職の助言を受けながら、学力向上のため

の計画を作成・実施・研修し、全校が一丸と

なって授業改善に取り組んでいるところでご

ざいます。 

 なお、幼稚園での学力テスト、学力育成プ

ランの実施についてでありますが、全国学力

テストは、小学校６年と中学校３年を対象と

しており、幼稚園は対象となっておりません。 

 教育行政執行方針においては、市民の皆さ

んに誤解を招く表現になっており、今後、こ

の質問にありました点につきましては、誤解

されませんよう努めてまいります。 

 次に、長期休業中に実施する学習サポート

についてでありますが、美唄市小中学校すべ

ての学校で、長期休業中に３日間程度のプリ

ントでの勉強を中心とした学習が行われてお

り、学習サポートの支援者は、わからない問

題の回答を手助けしているところでございま

す。 

 学習サポートは、美唄市学校支援地域本部

に登録しているボランティアや美唄市退職校

長会に協力を受け実施しているとともに、小

中高合同のサポート学習会として、高校生が

小学生・中学生を、中学生が小学生を教える

勉強会を実施しているほか、北海道教育委員

会の学校サポーター事業に登録している大学

生が、事業に応募した学校に派遣され、児童

生徒の学習の手助けを行っているところでご

ざいますが、学習サポーターは市民ボランテ

ィアであるため、旅費がかからない市内在住

の方と考えておりましたが、今後、市内在住

に加えまして、市外の方にも協力していただ

けるよう、その確保や支援体制の構築に努め

てまいります。 

 次に、豊かな心の育成についてでございま

すが、新学習指導要領では、児童生徒には、

主体的な判断のもとに行動し、自立した人間

として、他者と共によりよく生きるための基

盤となる道徳性を養うとともに、自己を振り

返り、物事を広い視野から多面的・多角的に

考え、人間としての生き方を深める学習を通

じて、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態

度を育てることが目標として示されておりま

す。 

 私は、情報化社会や外国人労働者、ＬＧＢ

Ｔなど、多様化・複雑化する社会情勢の中で、

児童生徒が生き抜くためには、道徳教育を深

く学び、学校教育全体で道徳教育を深めるこ

とが肝要であると認識しておりますことから、

今後とも、学校や家庭とも十分連携し、豊か

な心の育成に努めてまいりたいと考えており

ます。 

●議長小関勝教君 ２番、吉岡建二郎議員。 

●２番吉岡建二郎議員 自席より再質問いた

します。 

 人口減少克服について、美唄市の人口ビジ

ョンが基準となるものだと認識させていただ

きます。さまざまな計画で、将来人口推計が

使われている状況で、中でも立地適正化計画

の素案では、社人研の将来人口推計が使用さ

れている状況です。これも本来は、美唄市の

人口ビジョンと社人研のものを比較すると、

明らかに人口に大きく差異がある、言ってし
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まえば少ない状況で出ているものですので、

本来であれば、本市のハード面の整備にかか

わる計画なのですから、美唄市人口ビジョン

の数値を採用して計画を立てていく必要があ

るのではないかと考えます。 

 ハード面、ソフト面が一体となった対策を

講じていくことが人口減少の克服には必要に

なると考えますので、そのためにも、ぜひと

も市長がリーダーシップを発揮して、１つの

共通した将来人口推計に向かって取り組んで

いく必要があると考えますが、市長の考えを

伺います。 

 また、若者の人口流出について、取り組み

として具体的なものですと、雇用対策、市内

企業の説明会などがあるというお話でしたが、

以前の議会の中でも確認させていただいてい

ますが、若者の人口流出が、割合として全体

人口流出の割合よりも高い状況にある、若者

が大きく流出していっているという状況にあ

るということは、美唄市の現状として、大き

な課題かと考えています。この若者人口の流

出の歯止めとなるような具体的な取り組みを

行っていくということが、今後、必要となる

かと思います。 

 近隣でも近隣でないところでも、多くの自

治体が、具体的な、言ってしまえば直接的な

支援を行っている状況にある中で、今後、ど

ういった具体的な取り組みを考えていらっし

ゃるのか、市長の考えを伺います。 

 また、防災行政について、昨年の南一の沢

川での災害について、ＮＨＫの放送内容にお

いて、大学教授の見解ですとか、雪捨てへの

注意喚起を強めた結果、今、南一の沢川を確

認いたしますと、雪は川の中にはない状況に

なっているかと私も確認をしています。 

 雪泥流が起きた原因ですが、これは南一の

沢川に関して言えば、雪捨てがあったことで

河川が閉塞されて起こったと考えるのが自然

なことではないかと思います。昨年とは積雪

量が違うからとはいえども、積雪量が減って

も、川が３月初頭にあそこまできれいな状態

になっているということは、去年と比べて不

自然なのではないかと思いますので、ぜひと

も、こういった形で考え方をもう一度判断し

ていただきたいのですが、それでもまだ自然

災害という判断しかないということなのでし

ょうか。この点を踏まえていただいた上で、

再度、市長の見解について伺います。 

 また、市内河川への雪捨てについて、市内

での雪捨て、市が管理する河川への雪捨ては

確認されていないとのことですが、残念なこ

とに、北海道の管理する河川には雪を押し込

んでいる状況が、まだ確認されているとのご

答弁でした。 

 昨年同様のような気象状況・気象条件が起

き、大雪が降り、深い積雪深となり、そして

融雪期に気温上昇と大雨が重なれば、再度、

市内のどこの川でも雪泥流の危険性がある状

況は続いていくのではないかと考えます。今

後、必ず対策が必要となってくるのではない

かとも考えます。どのように対応されていく

のかについて、雪泥流について伺います。 

 あわせて災害見舞金について、ぜひとも前

向きに検討していただきたいと思います。空

知管内で見ても、行っていないのは美唄市と

夕張市のみということで、これから先のこと

を考えれば、あって悪いものではないと私は

考えますので、前向きな検討をよろしくお願
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いいたします。これについては改めての質問

はありませんので、ご答弁はけっこうです。 

 自衛隊募集協力について、政府の国会での

答弁を見る限り、紙媒体または電子媒体で提

出を行っていない自治体は、非協力的な自治

体であるとの考えがあるように私には感じら

れます。今後そういった紙媒体または電子媒

体での提出を行ってくれといった要請が改め

てあれば、法や条例を飛び越えて、そういっ

た対応を行う可能性があるのか、その点につ

いて伺います。 

 教育長に伺います。確かな学力の育成につ

いて、公立幼稚園についてはわかりました。

学力テストなどを行うわけではないというこ

とで、先ほど同僚の委員からも、それは市政

執行方針に関してのお話でしたけれども、わ

かりにくい内容などが教育行政執行方針の中

でもないように、今後、気をつけていただき

たいと考えます。 

 また、補充的な学習サポート等についてな

んですけれども、市内在住の大学生や高校生

について、支援の確保を求めるということで

すが、もう支援される大学生、高校生という

のが、ある程度手を挙げていたり、リストア

ップなどされていて、具体的にどのように行

っていくかが計画されているのかということ

を確認したんですが、その状況について伺い

ます。 

 それと、豊かな心の育成についてですが、

多様化・複雑化する現代社会、教育長がおっ

しゃっていたとおり、外国人労働者が今後入

ってくる可能性ですとか、情報化社会、ＬＧ

ＢＴｓ等、そういった形で大きな課題として

今横たわっている状況にあるのかと思います。 

 昨今、やはり大きな課題として浮き彫りに

なり、教育の現場でも取り組みが必要だと言

われているかと思うのが、ＬＧＢＴｓ等の性

志向への対応の問題があるかと思います。こ

れは、生まれながらの性志向への対応という

こともありますから、この点について、美唄

市教育委員会として、今回、教育行政執行方

針で触れられていらっしゃいますから、どの

ように取り組んでこられて、取り組んでいか

れるのか、見解を伺います。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 吉岡議員の質問にお答え

いたします。 

 初めに、人口減少克服についてであります

が、将来人口につきましては、本市における

関連計画は、基本的には美唄市人口ビジョン

に基づいたものでありますが、立地適正化計

画におきましては、国で定めた運用指針に基

づき、国立社会保障・人口問題研究所が公表

している将来推計人口を採用すべきと示され

ていることから、この数値をもとに策定して

いるところであります。 

 このことから、私といたしましては、平成

30年３月に同研究所が公表した将来人口にお

いて、本市の将来人口がさらに減少すると推

計されておりますが、人口減少を克服し、活

力あるまちづくりに向けては、本市の人口ビ

ジョンに基づき策定をいたしました総合戦略

を推進しなければならないものと考えている

ところであります。 

 また、若者の流出に歯止めをかける具体的

な取り組みにつきましては、先ほどもお話し

したとおり、市内高校と連携した若者の地元

就職などを促進していくほか、これまでの総
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合戦略をしっかりと検証・総括していくとと

もに、次期総合戦略の策定にあたっては、よ

り効果的な取り組みとなるよう市民の皆様と

協働で取り組んでまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 次に、河川への雪捨てが災害の一因となっ

たことについての見解についてでありますが、

現地の状況がわからないため、雪捨てによる

雪の影響を判断することはできませんが、昨

年は積雪が多かったところに、大きな降雨と

気温の上昇による融雪の出水が重なり、河川

の中にあった雪を一気に押し流したことから、

雪泥流が発生したものと判断しているところ

であります。 

 また、雪泥流は、雪による河川の閉塞状況

と、その河川が持つ流域や勾配、降雨量など、

いくつかの条件が重なり発生すると考えられ、

大変危険であることから、河川への雪捨ては

行ってはならないものと認識しているところ

であります。 

 次に、市内の河川への今後の対応について

でありますが、昨年の教訓を踏まえ、それぞ

れの河川管理者と連携を強化するとともに、

情報共有し、災害の発生を可能な限り未然に

防ぐため、河川パトロールを強化し、必要な

対応を図ってまいります。 

 次に、自衛官募集に関する今後の対応につ

いてでありますが、現状におきましては、閲

覧による情報提供を行ってまいりたいと考え

ているところであり、今後につきましては、

国や他自治体の動向を見極めながら、関係法

令に基づき、適切に判断してまいりたいと考

えているところであります。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君 吉岡議員の質問にお答

えいたします。 

 初めに、学習サポート支援員の確保につい

てでございますが、これは現在も不足してい

る状況でございます。 

 教育委員会といたしましては、高校生につ

きましては、小中学校の連携の一環といたし

まして、学校から市内の高校に呼びかけ、ま

た、大学につきましては、広報紙メロディー

や美唄市学校支援地域本部、さらには道の支

援事業を通じまして、市外在住の大学生も含

めまして、登録の呼びかけをしてまいりたい

と考えております。 

 次に、ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）につ

いてでございますが、いろいろデリケートな

部分もございますので、これまで学校に対し

ましては、「性同一性障害に係る児童生徒に対

するきめ細かな対応の実態について」の通知

に示されている具体例を熟読し、理解を深め、

認識を共有するとともに、性の問題で悩みを

抱えている児童生徒がいることを想定した対

応をするよう指導しているところでございま

す。 

 社会が多様化・複雑化する今日、すべての

子どもたちが、豊かな心を育みながら、学校・

家庭生活を送れるよう、今後ともさまざまな

研修を通じまして、理解を深めてまいりたい

と考えております。 

●議長小関勝教君 ２番、吉岡建二郎議員。 

●２番吉岡建二郎議員 人口減少克服につい

て、やはり１つの目標に向かって、市全体が

動いていけるようにということを含めて、若

者支援、具体的なものを市長にまた考えてい

ただいて、次期総合戦略の策定の際には、あ
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たっていただきたいと考えます。 

 特に、若者支援に関しては、いろいろな自

治体で具体的なものが出ていますので、そこ

について、今後取り組んでいっていただきた

いと希望いたします。 

 個人情報保護について、これはおっしゃる

とおりで、関係法令に基づき、適切に判断を

していただきたいと考えています。ぜひとも

特別扱いというようなことはできるものでは

ないと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 教育長にＬＧＢＴについての学校での取り

扱い、見解を伺いましたが、教育長もおっし

ゃっていたとおり、ものすごくデリケートな

部分があるもので、まだまだこれから具体的

に取り組んでいくにあたっての壁となるもの

だとか、反対の声などもありますし、そうい

った部分もあるかと思いますが、今後、必ず

必要になってくることだと私も考えますので、

ぜひとも前向きに取り組んでいくのと同時に、

その上で慎重な取り組みを行っていただきた

いと考えます。 

 ご答弁いただきたい質問が１点だけありま

す。 

 雪泥流に関して、防災行政の部分で、雪に

よる河川の閉塞状況とその河川が持つ流域勾

配、降雨量など、いくつかの条件が重なり発

生すると考えられるとの答弁をいただきまし

た。そのいくつかの条件というのは、河川の

閉塞状況にも加わってくるのかと思うんです

が、河川への雪捨ても、雪泥流が発生するい

くつかの条件、「など」の部分に入っているも

のと私は考えます。今後、発生がないとは全

く言えませんし、むしろ予期される災害への

対応のためにも、この雪泥流について、河川

への雪捨ての影響、市の見解、慎重に再度ご

検討いただいた上で、考えていっていただき

たいと思うんですが、今の段階での市長の考

えを伺います。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 雪捨てが雪泥流を引き起

こす要因となるかについてのご質問だと思い

ます。 

 先ほども雪による河川の閉塞状況とお答え

をしておりますが、雪捨てを全く否定するも

のではありませんが、今回の事案につきまし

ては、雪の多さ、大雨、気温の上昇など、い

くつかの条件が重なったことで発生したもの

と考えているところであります。 

●議長小関勝教君 一般質問中ですが、金子

議員の一般質問は、午後からといたしたいと

思います。 

 午後１時10分まで休憩いたします。 

 

午後 ０ 時１０分 休憩 

午後 １ 時１０分 開議 

 

●議長小関勝教君 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 金子議員の質問から入ります。 

 13番、金子義彦議員。 

●13番金子義彦議員（登壇） 平成31年第１

回定例会にあたり、大綱１点について、市長

にお伺いいたします。 

 市政執行方針についてお聞きいたします。 

 初めに、農業振興について伺います。 

 美唄市の基幹産業であります農業に関して

は、平成30年産から国主導の生産調整が廃止
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され、米の直接支払交付金も廃止となり、本

年１月から始まった収入保険制度など、また、

昨年12月30日に発効されたＴＰＰ11、続いて

本年２月１日に発効した日欧ＥＰＡなど、農

業に与える影響は非常に大きいものと考えて

おります。 

 また、物品貿易をめぐる日米交渉（ＴＡＧ）

についても、実質的な自由貿易協定（ＦＴＡ）

交渉となる懸念があるなど、今後の展開が見

通せない状況であり、大きな農業政策の転換

期ではないかと考えております。 

 現在、米の需給環境が整い、生産調整が廃

止された後も、バランスのとれた需給状態で

推移しており、本年１月、農林水産省公表の

平成30年産の相対取引価格・数量の速報にお

いても、安定した価格で推移しておりますが、

楽観はできない状況にあると考えております。 

 特に、農業保険制度に基づき、本年１月か

ら始まった収入保険制度は、品目にとらわれ

ずに、農業経営者ごとの収入全体を見て、総

合的に対応しえる収入保険制度を実施すると

なっていますが、農業者が安心して持続的に

営農に取り組める制度となっているのか、不

安の多いところであります。 

 このような状況の中、２点について伺いま

す。 

 農業振興を図る上で、１点目に、空知農業

改良普及センター並びに農業協同組合との連

携について、市の取り組み状況を伺います。 

 ２点目は、種子法の廃止について伺います。 

 日本の食と農を支えてきた主要農作物種子

法が、昨年４月１日に廃止されました。 

 種子法は、国や都道府県に対する公的役割

を明確にしたものであり、稲、麦、大豆など

の主要作物の種子の維持、開発のための施策

が実施され、農業者に安くて優良や種子が、

消費者には、おいしい農作物が安定的に供給

されてきました。まさに、今日の北海道農業

を築いてきた１つと考えます。 

 種子法の廃止により、今後、種子価格の高

騰、地域条件等に適合した品種の維持、開発

などの衰退が心配されています。 

 また、種子を民間に委ねた場合、長期的に

は世界の種子市場を独占する遺伝子組み換え

企業が、日本の種子市場を支配する懸念も指

摘されるなど、大きな問題であります。 

 そこで、北海道でも、この種子法にかわる

条例制定に向けた取り組みがされていると伺

っていますが、その動向について、また本市

の認識について伺います。 

 ２つ目は、都市基盤整備について伺います。 

 毎年、今時期の融雪が始まるころ、主に市

内の道路に、白い土のう袋が、段差や陥没し

た穴埋めに置かれているのが非常に目だって

おります。近隣の自治体ではあまり見ない光

景ではないでしょうか。市民の皆様も車や歩

行者への安全面や財政面で一時的な緊急措置

でやむを得ない対応と思っていただいている

と思いますが、残念なことに常態化している

現状ではないでしょうか。 

 このような状況は、サイクルツーリズムを

はじめ、観光交流人口の増加を目指す本市の

取り組みに、少なからずとも悪影響があるも

のと考えます。融雪期の道路維持管理の現状

と今後について伺います。 

 ３つ目は、地域医療について伺います。 

 昨年３月22日、平成30年第１回定例会にお

いて、実施設計の延期を表明し、以来、市民
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説明会並びに市民委員会を設置して、50億円

に膨らんだ事業費の抑制に努め、市民の理解

を得て実施設計に入るとのことでしたが、本

年１月に実施設計の入札が行われたと伺って

いますが、基本設計と実施設計において、ど

のようなコストの削減、また、事業費が抑制

されてきたのでしょうか。 

 市民の多くの方々は、市立病院建替えに反

対されている人は少なく、その多くは、事業

費が40億円から知らされずに50億円の事業費

になったことで、反対の声が大きくなったの

ではないかと考えます。 

 また、地域医療体制等調査特別委員会にお

いても、平成30年度だけでも、５回に及ぶ議

論を重ねてまいりました。 

 その都度、事業費の抑制をどのように展開

するのか、規模は基本設計のままでよいのか

十分に検討し、委員会に示すべきとの議論を

行ってきましたが、基本設計から一歩も変化

が見えてこないのが現状ではないでしょうか。

これらの経過を踏まえて、２点について伺い

ます。 

 その１つは、実施設計に至る経過と入札の

状況について、その２つは、基本設計事業費

50億円と実施設計の比較により、事業費の削

減はどのようになっているのか、この２点に

ついて伺います。 

 ４つ目は、高齢者福祉について伺います。 

 本市においては、人口減少になかなか歯止

めがきかない状況にあり、高齢者率も道内179

市町村中40番目ぐらいに位置しており、平成

31年２月現在では、人口２万1,526人、そのう

ち65歳以上の高齢者人口は8,933人で、比率で

41.5％という現状にあります。 

 このような中、厚生労働省の2015年１月の

発表では、日本の認知症患者数は、2012年時

点で462万、65歳以上の高齢者の７人に１人と

推計されています。認知症の前段階とされる

軽度認知障がいと推計される約400万人を合

わせると、高齢者の約４人に１人が認知症、

あるいはその予備軍ということになります。

医療機関を受診して認知症と診断された人だ

けでもこの数字ですから、症状はすでに出て

いるのに、まだ受診していない人を含めると、

患者数はもっと増えていくと考えられます。 

 本市においても、今後さらに高齢化が進ん

でいくにつれ、認知症の患者数がさらに膨ら

んでいくことは確実と考えられます。 

 そこで、本市の認知症対策の推進について

伺います。認知症の人数についてはどのよう

になっているのか、また、認知症の対策と取

り組みについて伺います。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 金子議員の質問

にお答えいたします。 

 初めに、市政執行方針について、農業振興

についてでありますが、空知農業改良普及セ

ンター並びに農業協同組合との連携につきま

しては、本市農業の振興発展に向けて、これ

までもさまざまな分野で相互に連携した取り

組みを行っており、本市における農作物栽培

や新品種の試験栽培、資材の施用試験など、

共通課題として取り組む活動では、市、各農

協、普及センターのほか、農業委員会、農業

共済組合なども参加して、美唄市農業技術員

連絡協議会を構成し、毎年、相互に試験課題

を提案し、共同作業を進めながら試験栽培や

研究を行い、その結果と成果につきましては、
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各農協を通じて、生産者や生産組合へ提供し

ているところであります。 

 また、美唄市鳥獣被害防止対策協議会や美

唄市耕作放棄地対策協議会、美唄市クリーン

農業推進協議会などは、いずれも美唄市が主

催し、各農協の担当課や普及センターが構成

団体となっているところでありますが、一方、

各地域農業再生協議会では、農協が事務局を

担い、市や普及センターが構成員として参加

し、適切な運営や事業効果を発揮するための

取り組みを連携して実施しているところであ

ります。 

 さらに、各農協が取り組む国や道の間接補

助事業につきましては、市が道などへの事業

申請の窓口業務を行うほか、事業主体に対し

ます補助金の交付決定、完了検定などを行っ

ており、これら事業の円滑な推進には、十分

な連携を図っているところであります。 

 このことから、農業における課題や取り組

み分野は、非常に広範囲となっているため、

今後も緊密に連携しながら、本市農業の振興

発展に取り組んでまいりたいと考えていると

ころであります。 

 次に、種子法の廃止につきましては、主要

農作物種子法は、戦後の食糧増産という国家

的要請を背景に、国や都道府県が主導して優

良な種子の生産と普及を進める必要があると

の観点から、昭和27年に制定されましたが、

民間企業における種子の開発や供給をしやす

いよう規制緩和することとし、平成30年４月

１日に廃止されたところであります。 

 これを受けて、北海道は、同法にかわる北

海道独自の北海道主要農作物等の種子の生産

に関する条例の本年４月１日の施行に向けて、

先月、開催された第１回道議会定例会に条例

案を提出し、３月６日にこの条例案が可決成

立したところであります。 

 この条例は、農作物の安定生産と供給体制

の確立を図ること、消費者ニーズにも対応い

たしました優良品種の開発や育成を行うこと、

優良種子の品質確保と安定供給を持続してい

くことを定めるものであることから、本市農

業の振興・発展にとっても必要不可欠なもの

であると認識しているところであります。 

 なお、本市におきましては、これまでも、

市立試験ほ場で道の水稲奨励品種決定現地調

査を継続して実施するなど、優良品種開発の

取り組みに連携しているところであり、今後

におきましても、道の新たな条例に基づいた

取り組みとして、関係機関・団体と連携し、

推進してまいりたいと考えているところであ

ります。 

 次に、都市基盤整備について、道路維持管

理の現状と今後についてでありますが、市に

よる道路パトロールや市民からの情報をいた

だき、道路状況を調査し、車両等の通行に支

障のないよう努めており、融雪時期の凍上に

より段差の生じております道路には、毎年、

都市整備課、上下水道課あわせて約３万4,000

袋の土のうを設置しているほか、簡易舗装合

材による舗装道路の穴埋めなども適宜行って

いるところであります。 

 また、損傷延長が長いものにつきましては、

工事により再整備を行っているところであり

ますが、凍上による段差の解消には、路盤改

良を行わなければならず、工事費がかさむこ

とから、進捗が図れない状況であり、現在の

ところ、16町内会より34路線、約5,720メート
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ルの要望をいただいており、平成26年度から

平成30年度までの５年間で、５町内会７路線、

約1,285メートルを実施したところでありま

す。 

 今後につきましても、道路パトロールや現

地調査により状況を把握し、適切な維持管理

を行い、再整備に必要な事業費の確保につい

て、最大限努めてまいりたいと考えていると

ころであります。 

 次に、地域医療について、実施設計の経過

についてでありますが、市立美唄病院の建替

え及び保健福祉総合施設の整備につきまして

は、昨年１月に基本設計をまとめたところで

ありますが、人件費や資材費の上昇による建

設コストの増や、解体におけるアスベスト処

理費用の増など、概算事業費が増加したこと

により、市財政への心配など、事業推進に対

する懸念の声が寄せられたため、市民の命と

健康を守る市立美唄病院のあり方につきまし

て、市民及び多くの団体の方々と真摯に議論

を深める機会をさらに重ね、多くの皆様方か

らご理解をいただけるような施設づくりを進

めたく、昨年３月に予定していた実施設計を

延期したところであります。 

 その後、自治組織代表者会議やまちづくり

地区懇談会のほか、病院の建替えなどを中心

とした説明会を開催し、直接ご意見を伺う機

会を設けさせていただき、より多くの市民の

皆様からご理解をいただけるよう努めてきた

ところであります。 

 さらに、市立美唄病院の建替え等に関する

市民委員会を設置し、市民の皆様のご意見な

ども踏まえご協議をいただき、提言書をいた

だいたところであります。 

 この提言につきましては、市立美唄病院の

建替え等の必要性は理解するものの、将来負

担やその他の事業への影響の懸念から、持続

可能な自治体経営に向け、事業費の抑制や有

効な財源確保に引き続き取り組んでいくこと

が、附帯意見として付せられたところであり

ます。 

 以上のような経過を踏まえ、市民の皆様の

ご意見や市民委員会の提言、さらには、市議

会における議論などを通じて、市立美唄病院

の建替え及び保健福祉総合施設の整備の必要

性につきましては、ご理解をいただけたもの

と考えており、昨年12月に、中断しておりま

した実施設計を改めて進めていくこととした

ところであります。 

 次に、実施設計の入札の状況につきまして

は、本年１月に指名競争入札を行い、入札の

結果、基本設計委託業者と同じ設計事務所に

決定し、契約にあたっては、予定工事費内で

設計をまとめることを前提に、工事費の縮減

を講じながらも、ローコストで高品質の病院

建設を目指すこととしており、委託契約期間

は、本年９月末までとしているところであり

ます。 

 次に、基本設計と実施設計における建設事

業費の比較につきましては、提言書の附帯意

見において、少しでも建設及び運営費などの

抑制を図るため、病床数など、可能な限り事

業費の削減に努めることとされております。 

 また、病床数については、見込まれる患者

数などから、適正な規模と考えておりますが、

病床の面積を減らして、建設費用を削減した

としても、病床数減に伴う収入減の影響が大

きく、経営面ではマイナスに働くことから、
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基本設計における86床により進めていくこと

としております。 

 建設事業費につきましては、最大限抑制に

努めていかなければならないものと考えてお

り、今後、実施設計を進めるにあたり、建築

構造、電気・機械設備、外構など、細部にわ

たり精査をし、事業費の抑制と有効な財源の

確保にも努め、将来の財政負担を可能な限り

抑えてまいりたいと考えているところであり

ます。 

 なお、基本設計との比較内容につきまして

は、自治組織代表者会議やまちづくり地区懇

談会、広報紙、ホームページなどを通じてお

知らせしてまいりたいと考えているところで

あります。 

 次に、高齢者福祉について、認知症施策の

推進についてでありますが、本市の認知症の

方の数は、厚生労働省から提供されておりま

す要介護認定業務分析データでは、平成27年

度は認定者が1,775名で、認知症状のある方は

959名、割合は54％、平成28年度は、認定者が

1,701名で、認知症状のある方は908名、割合

は53.4％、平成29年度は認定者が1,365名、認

知症状のある方は902名、割合は66.1％で、認

知症の方の割合は半数を超え、高い傾向とな

っているところであります。 

 次に、認知症対策につきましては、認知症

になる前の予防、早期発見、認知症になって

からも本人が安心して暮らせるための見守り

など、状態に合った支援を行っているところ

であります。 

 具体的な取り組みを申し上げますと、転倒

予防として実施しております貯筋体操は、有

酸素運動であり、効果が認められていること

から、認知症の予防としても推進していると

ころであります。 

 次に、早期の診断や治療に結びつくよう、

パソコンで簡単に行える物忘れプログラムを

おれんじカフェや移動おれんじカフェで実施

しているところであります。 

 次に、認知症初期集中支援チームにつきま

しては、今年度から活動を始め、医療や介護

の専門職が自宅を訪問し、専門医への受診を

勧奨するなどの支援を開始したところであり

ます。 

 次に、おれんじカフェにつきましては、平

成27年度から週１回実施しており、本人の外

出機会や社会参加の場として、介護者には介

護負担の軽減といやしの場として、一般の方

には、認知症の理解や介護の情報を得る場と

してご利用いただいており、現在は、新規利

用者も増え、年々利用者が増加しているとこ

ろであります。 

 次に、認知症サポーター養成講座につきま

しては、中学校や高校、町内会、老人クラブ

などで実施し、現在約900名がサポーターとな

っており、認知症の理解だけではなく、おれ

んじカフェのボランティアや、居宅を訪問し

話し相手になることで、介護家族の負担を軽

減するやすらぎ支援員などとして、さまざま

な場面でご活躍いただいているところであり

ます。 

 また、徘徊が心配な認知症の方のために、

安心おれんじシールの取り組みを行うほか、

サポーターやボランティアなどによる見守り、

声かけ模擬訓練を行っているところでありま

す。 

●議長小関勝教君 13番、金子義彦議員。 
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●13番金子義彦議員 自席より２点ほど再質

問をさせていただきます。 

 まず、地域医療について再質問させていた

だきます。 

 実施設計に至る経過と状況についてはわか

りました。実施設計を延期して以降、今日ま

で、市民の皆様に病院建設に関して、これほ

ど心配や不安、行政に対する不信感を抱かせ

たのは、当初計画より約10億円増額になった

ということが大きな要因ではないかと思いま

す。 

 確かに計画当初の総務省の平方メートル当

たりの単価をもとに積算された額と、数年後

の建設年次における物価上昇、さらには、予

期できなかったアスベスト処理にかかる解体

費の増など、全体事業費が一定程度増額にな

ることは理解できますが、わかった時点で、

速やかに市民の皆様に詳細についてわかりや

すい説明がなされていれば、このような状況

にはならなかったのではないかと思うところ

であります。 

 そこで、改めて質問しますが、市立病院の

現状は築50年を経過し、耐震化もされていな

い建物で、先に発生した大きな地震が発生し

た場合など、崩壊のおそれもあり、心配され

るところでありますが、市民の皆様が一番心

配されているのは、病院の必要性については

理解されつつも、総事業費約50億円、実質、

市の負担は20億円弱ですが、財政状況が厳し

い本市にとって、本当に将来にわたって大丈

夫なのかということだと思います。 

 これまで、議会をはじめ市民説明会や市民

委員会などにおいても、少しでも経費を節減

するために、病床数を削減できないのか、あ

るいは保健福祉総合施設は、どうしても併設

しなければならないのかなど、コスト削減の

意見が大半を占めているのではないかと思い

ます。 

 そこで現在、行われている実施設計の中で

は、コスト削減に向けて、細部にわたり精査

しているとの答弁ですが、どうして病床数の

削減は無理なのか、また、病院建設後に予定

している保健福祉総合施設は、どうしても建

設しなければならないのか、さらに、先ほど

の答弁で、実施設計が完成するのは９月末と

伺いましたが、もし設計後の病院建設事業費

が、これまで議会や市民の皆様に説明してき

た事業費より増加した場合、市長はどうする

考えなのか伺います。 

 もう１点、高齢者福祉について伺います。 

 認知症対策の推進について再質問させてい

ただきますが、さまざまな取り組みがなされ

ていることについて理解したところでござい

ます。 

 近年、認知症の人やその家族が安心して暮

らせる社会、また、まちづくりのための条例

の制定に向けた取り組みがなされております。 

 愛知県大府市では、認知症の方が、家族が

目を離した隙に外出し、駅の線路に迷い込み、

電車にはねられて亡くなり、鉄道会社は家族

に対し、700万円余りの請求をしましたが、判

決により訴えは退かれたということがござい

ました。 

 この事故をきっかけに、自治体では、認知

症の人が行方不明となり、事故に遭った場合、

本人や家族を支援する仕組みを定めた条例が

制定されたということです。 

 仕組みは、行方不明になるおそれのある認
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知症の人の家族が、市に登録して、市は本人

と家族にかわって保険会社に保険料を支払い、

認知症の人が万が一、事故などで他人に損害

を与えたとしても、保険会社から保険金が支

払われるため、本人や家族の負担を減らすこ

とができるというものです。 

 このようなことは、将来、確実に認知症の

人が増えることが考えられる本市にも起こり

得ることではないでしょうか。認知症になっ

ても本人の意思が尊重され、住みなれた地域

で、自分らしく安心して暮らし続けることが

できるまちづくりのためにも、新たな救済制

度や条例が必要になってくると考えますが、

市長の考えを伺います。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 金子議員の質問にお答え

いたします。 

 初めに、市立美唄病院の実施設計について

でありますが、基本設計をまとめるにあたり

ましては、地域医療に関するビジョンやプラ

ンなどを策定していく中で、医師会等の関係

機関や市民意見、議会議論など、長い年月を

かけた経過を踏まえ、最低限必要な機能、持

続可能な病院経営、将来の地域医療を考え、

限られた立地条件において、患者の利便性を

最優先に、効率性なども考慮し、病院スタッ

フも含めた中で検討を重ね、必要な機能など

をコンパクトにまとめた内容としたところで

あります。 

 基本設計における事業費につきましては、

病院の建替えでは、設計・調査などに約１億

1,000万円、外構を含む建設工事費に約33億

8,000万円、旧看護師宿舎や現病院などの解体

費用に約５億3,000万円、医療機器などに約３

億3,000万円で、合わせて43億5,000万円とな

っているところであります。 

 一方、保健福祉総合施設の整備では、設計・

調査などに約5,000万円、外構を含めた建設工

事に約６億2,000万円、解体費用に約5,000万

円、合わせて７億2,000万円で、全体事業費と

しては、約50億7,000万円を予定しているとこ

ろであります。 

 この財源としましては、立地適正化に関す

る交付金などを除き、約37億7,000万円を起債

借り入れとし、元利償還時に措置される地方

交付税約19億5,000万円を除くと、起債利息約

１億7,000万円を含めた市の実質償還額は、約

19億9,000万円と見込んでいるところであり

ます。 

 次に、病床数の削減につきましては、入院

患者の実績や人口推計をもとに推計した患者

数と、求められる回復期病床を導入いたしま

すと、2030年度に必要と見込まれる病床数を

86床と考えておりますので、病床数を削減し

た場合、受け入れできなくなる患者が想定さ

れ、特に療養病床については、市内唯一の病

床機能のため、市外の入院先を探すことにな

ります。 

 仮に一般病床と療養病床を８床ずつ減らし

て、床面積を縮小するとした場合、建設事業

費は約6,600万円程度抑えることはできます

が、それ以上に、入院収益や地方交付税の減

額の影響が大きくなり、経営面ではマイナス

に働くものと試算しているところであります。 

 次に、保健福祉総合施設の必要性につきま

しては、少子高齢化に伴う課題に対応してい

くため、可能な限り住みなれた地域で、自分

らしい暮らしを人生の最期まで続けることが
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できるよう、包括的な支援・サービス提供の

体制を目指す、地域包括ケアシステムの中核

施設として病院に併設し、地域包括支援セン

ター、保健センターの専門職と病院の医療ス

タッフを１カ所に集約することにより、ワン

ストップで健康・医療・福祉の相談が可能と

なるほか、突発的な事態にも迅速で細やかな

支援が受けられるようになり、利便性が高ま

るものと考えているところであります。 

 今回の実施設計につきましては、外構を含

む病院建設工事費約33億8,000万円について

進めているところでありますが、基本設計に

おいて事業費が増となったことは重く受け止

めておりますことから、建築構造、電気・機

械設備、外構など、細部にわたり精査をし、

予定の工事費内に収めてまいりたいと考えて

おります。 

 仮に建設工事費が想定の工事費よりも超え

ることとなった場合は、事業の見直しについ

ても検討していかなければならないものと考

えているところであります。 

 次に、認知症の条例についてでありますが、

高齢化社会における認知症施策の推進は、身

近な地域におきまして実施する必要があると

認識しているところでありますが、条例案に

ついては、これまで本市においては検討した

経緯がないことから、まずは他市の状況把握

に努めるほか、専門家などのご意見をお聞き

するなど、調査研究を進めてまいりたいと考

えているところであります。 

 

●議長小関勝教君 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 本日は、これをもって延会いたします。 

 

午後 １ 時４４分 延会 
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